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苫
米
地

誠

一

一
、
は
じ
め
に

興
教
大
師
正
覚
房
覚
鑁
（
一
〇
九
五
～
一
一
四
三
）
に
よ
っ
て
創
建
さ
れ
た
高
野
山
大
伝
法
院
は
鳥
羽
上
皇
（
一
一
〇
三
～

一
一
五
六
）
や
そ
の
女
御
で
あ
る
美
福
門
院
得
子
（
一
一
一
七
～
一
一
六
〇
）
の
帰
依
を
受
け
、
高
野
山
上
の
仁
和
寺
別
所
の
中
心
と
し

て
、
そ
の
座
主
は
高
野
山
上
に
お
け
る
御
室
の
代
理
者
的
地
位
を
占
め
た
。
ま
た
覚
鑁
を
祖
と
す
る
大
伝
法
院
流
は
、
広
沢
六
流
の
随
一

と
し
て
、
成
就
院
大
僧
正
善
巧
房
寛
助
（
一
〇
五
七
～
一
一
二
五
）
か
ら
の
血
脈
を
相
承
し
、
大
伝
法
院
第
四
代
学
頭
・
密
厳
院
第
二

代
院
主
浄
法
房
兼
海
（
一
一
〇
七
～
一
一
五
五
）
を
正
嫡
と
し
、
大
伝
法
院
第
四
代
座
主
・
大
伝
法
院
流
第
三
代
・
釈
迦
院
法
印
隆
海

（
一
一
二
〇
～
一
一
七
七
）を
兼
海
の
正
嫡
と
す
る
。
異
相
承
と
し
て
第
二
代
密
厳
院
主
・
第
六
代
大
伝
法
院
学
頭
大
乗
房
証
印（
一
一
〇
五

～
一
一
八
七
）
に
繋
が
る
証
印
方
が
あ
る
が
、
多
く
の
血
脈
類
に
お
い
て
兼
海
方
を
も
っ
て
正
嫡
の
相
承
と
す
る

（
１
）

。
そ
し
て
初
期
の
大
伝

法
院
座
主
・
大
伝
法
院
流
正
嫡
の
中
に
は
数
名
の
隆
海
に
繋
が
る
一
族
を
見
る
こ
と
が
で
き
、
今
は
彼
等
を
中
心
に
少
し
く
述
べ
て
み
た
い
。

一
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二
、
初
期
の
大
伝
法
院
流
血
脈
と
家
隆
流
一
族

大
伝
法
院
座
主
職
は
、
初
代
覚
鑁
、
第
二
代
持
明
房
真
誉
（
一
〇
六
九
～
一
一
三
七
）、
第
三
代
総
持
房
行
恵
（
一
〇
六
六
～

一
一
五
三
）、
第
四
代
隆
海
の
後
、
第
五
代
浄
厳
房
実
禅
、
第
六
代
義
明
房
禅
信
を
挟
ん
で
第
七
代
少
納
言
僧
都
覚
尋
（
一
一
三
一
～

一
一
七
二
～
？
）、第
八
代
定
尋
律
師
、第
九
代
行
位
律
師
、第
十
代
大
納
言
法
印
道
厳
、第
十
一
・
十
三
代
亮
法
印
覚
瑜
少
僧
都
（
一
一
八
六

～
一
二
二
九
～
）、
間
を
置
き
第
十
九
代
少
将
法
印
金
胎
房
教
禅
（
覚
禅
、
一
一
九
二
～
一
二
八
〇
）、
第
二
十
代
禅
助
法
務
大
僧
正

（
一
二
四
七
～
一
三
三
〇
）
と
続
く

（
２
）

。
こ
の
中
で
第
七
代
覚
尋
、
第
十
一
・
十
三
代
覚
瑜
と
第
十
九
代
教
禅
が
隆
海
の
一
族
と
な
る
。

ま
た
隆
海
以
降
の
大
伝
法
院
流
の
正
嫡
歴
代
に
つ
い
て
『
血
脈
鈔
・
沢

（
３
）

』
に
は
、
第
十
八
代
覚
鑁
・
第
十
九
代
兼
海
（
八
祖
相
承
と
し

て
の
初
祖
大
日
如
来
か
ら
の
代
数
）
の
後
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

第
二
十
代
法
印
隆
海
。　

大
宮
太
夫
家
隆
の
息
。
大
夫
法
印
と
号
す
。
又
釈
迦
院
と
号
す
。
伝
法
院
座
主
に
任
ず
。
久
安
二
年
四

月
朔
日
、
円
明
寺
に
於
て
兼
海
上
人
に
濯
頂
を
受
く
。
年
二
十
七
。
上
人
相
承
の
法
流
悉
く
瀉
瓶
の
仁
な
り
。
此
の
外
、
付
法
の
仁

無
き
歟
。
隆
海
付
法
九
人
。

第
二
十
一
代
權
少
僧
都
覚
尋　

大
宮
権
亮
成
隆
の
猶
子
。
池
上
僧
都
と
号
す
。
初
め
は
宝
心
阿
闍
梨
の
付
法
。
承
安
三
年
八
月

十
一
日
隆
海
法
印
に
濯
頂
を
受
く
。
年
四
十
三
。
伝
法
院
座
主
に
任
ず
。
付
法
七
人
。

第
二
十
二
代
阿
関
梨
尋
海
（
本
名
賢
誉
）　

肥
後
阿
閣
梨
と
号
す
。
伝
法
院
座
主
に
任
ず
。
初
め
は
隆
海
法
印
に
随
っ
て
濯
頂
を

受
く
。
建
久
四
年
八
月
七
日
、
寂
光
院
に
於
て
濯
頂
を
覚
尋
僧
都
に
受
く
。
年
二
十
六
。
付
法
二
人
。

第
二
十
三
代
法
印
覚
禅　

成
海
法
眼
の
真
弟
子
。
少
将
法
印
と
号
す
。
又
金
胎
房
と
名
く
。
月
日
、
尋
海
闍
梨
に
付
い
て
受
法
濯

頂
す
。
舎
弟
覚
瑜
法
印
。
真
光
院
と
号
す
。
初
め
は
覚
尋
の
付
法
。
後
に
尋
海
に
就
い
て
受
法
灌
頂
す
。

第
二
十
四
代
法
印
経
瑜　

二
位
法
印
。
真
光
院
法
印
と
号
す
。
又
南
勝
院
と
号
す
。
月
日
、
覚
禅
法
印
に
随
っ
て
受
法
濯
頂
す
。

二
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並
び
に
定
瑜
法
印
相
承
の
法
流
、
悉
く
之
れ
を
伝
持
す
。
覚
鑁
上
人
の
本
尊
道
具
並
び
に
聖
教
等
、
大
略
此
の
門
跡
に
在
り
と
云
云
。

付
法
二
人

（
４
）

。

第
二
十
五
代
前
大
借
正
禅
助　

初
め
は
経
瑜
法
印
入
室
の
弟
子
。
仍
っ
て
門
跡
並
び
に
当
流
、
悉
く
次
第
相
承
す
。
後
に
准
后
之

御
付
法
に
加
わ
り
、
一
品
大
皇
の
御
法
流
に
預
る
。
剰
さ
え
後
宇
多
院
国
師
に
備
え
、
法
流
の
再
興
、
右
此
の
時
歟
。
即
ち
伝
法
院

座
主
に
任
じ
、
法
流
を
付
す
。
門
跡
相
承
の
故
也
。
次
に
経
瑜
法
印
、
南
勝
院
を
以
っ
て
は
守
禅
法
印
に
付
す
と
云
々
。

他
の
血
脈
に
つ
い
て
詳
し
く
は
省
略
す
る
が
、
隆
海
一
族
の
系
譜
の
み
を
抽
出
す
る
と
、
先
づ
『
野
沢
血
脈
集
』
の
大
伝
法
院
流
記
事

に
「
幸
心
血
脈
云
」
と
し
て

（
５
）

、

覚
鑁
―
兼
海
―
隆
海
―
覚
海
―
覚
禅
―
経
瑜
―
禅
助
―
成
助
…
…

と
し
、
ま
た
「
隆
増
記
云
」
と
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

と
す
る
。
ま
た
「
伝
法
院
血
脈
云
」
と
し
て
、

覚
鑁
―
兼
海
―
隆
海
―
覚
尋
―
賢
誉
（
尋
海
）
―
覚
瑜
―
覚
禅
―
経
瑜
―
禅
助
…
…

と
す
る
。
ま
た
政
祝
（
一
三
六
六
～
一
四
三
九
～
）
記
『
諸
流
灌
頂
秘
蔵
鈔

（
６
）

』
の
広
沢
庶
流
血
脈
に
は
、

覚
鑁
―
兼
海
―
隆
海
―
覚
尋
―
定
尋
…
…

と
あ
り
「
成
就
院
流
覚
鑁
上
人
兼
海
院
主
方

（
７
）

」「
成
就
院
流
覚
鑁
上
人
下
兼
海
院
主
方
」
で
は

（
８
）

寛
助
―
覚
鑁
―
兼
海
院
主
（
浄
法
房
）
―
隆
海
法
印
（
釈
迦
院
）
―
覚
尋
僧
都
（
仁
和
寺
／
池
上
）
―
経
尋
阿
闍
梨
―
覚
禅
阿
闍
梨
（
禅

定
院
／
金
胎
房
）
―
経
瑜
法
印
（
仁
和
寺
／
真
光
院
）
―
頼
瑜
法
印

と
あ
り
、
ま
た
「
成
就
院
流
覚
鑁
上
人
下
証
印
阿
闍
梨
方
」
で
は

（
９
）

、

三

覚
鑁

兼
海

隆
海

覚
尋

尋
海

覚
禅

経
瑜

禅
助
…
…

経
尋

覚
禅

経
瑜

頼
瑜

頼
淳
…
…
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寛
助
―
覚
鑁
―
証
印
―
玄
証
―
房
海
―
定
意
―
実
詮
―
覚
禅
―
経
瑜
―
頼
瑜
…
…

と
あ
る
。
以
上
は
大
伝
法
院
流
の
系
譜
で
あ
る
が
、
一
方
で
『
醍
醐
寺
文
書
』
二
七
九
「
本
朝
伝
法
潅
頂
師
資
相
承
血
脈
」
は
醍
醐
寺
所

蔵
で
あ
る
が
広
沢
方
の
血
脈
で
、
中
に
覚
鑁
か
ら
は
、

覚
鑁
―
兼
海
―
隆
海
―
覚
尋

と
見
ら
れ
る
が
、
ま
た
持
明
院
真
誉
（
一
〇
六
九
～
一
一
三
七
）
か
ら
は
、

真
誉
―
証
印
―
玄
証
―
房
海
―
覚
禅
…
…

と
、真

誉
―
兼
海
―
隆
海
―
覚
尋
―
隆
経
…
…

と
い
う
系
譜
を
上
げ
る）

（（
（

、
こ
の
血
脈
は
兼
海
付
法
に
し
て
も
、
証
印
付
法
に
し
て
も
、
覚
鑁
か
ら
の
法
脈
で
は
な
く
、
真
誉
か
ら
の
法
脈

（
持
明
院
流
）
を
主
要
な
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
る
も
の
と
見
ら
れ
る
。
大
伝
法
院
流
に
つ
い
て
も

覚
鑁
―
兼
海
―
隆
海
―
覚
尋

の
系
譜
は
あ
る
が
、
そ
こ
で
止
ま
っ
て
お
り
、
覚
尋
以
降
に
つ
い
て
は

真
誉
―
隆
海
―
覚
尋
―
定
尋
・
尋
海

と
い
う
よ
う
に
覚
鑁
で
は
な
く
真
誉
に
繋
が
っ
て
い
る
。
ま
た
覚
禅
に
つ
い
て
は
、
兼
海
―
隆
海
に
す
ら
繋
が
ら
ず
、

真
誉
―
証
印
―
玄
証
―
房
海
―
覚
禅

の
系
譜
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
覚
禅
―
経
瑜
―
禅
助
と
続
い
て
大
伝
法
院
流
の
正
嫡
を
相
伝
し
た
仁
和
寺
真
光
院
は
、第
十
一
・
十
三
代
大
伝
法
院
座
主
と
な
っ

た
覚
瑜
本
願
の
院
家
で
あ
り
、
こ
れ
を
舎
弟
で
あ
る
教
禅
（
覚
禅
）
が
相
伝
し
て
い
る）

（（
（

。
覚
瑜
・
教
禅
（
覚
禅
）
共
に
仁
和
寺
執
事
別
当

亮
法
眼
成
海
（
～
一
一
八
六
～
一
二
一
九
～
）
の
真
弟
子
（
実
子
）
で
あ
り
、
兄
弟
（
肉
親
）
同
士
で
の
相
伝
で
あ
っ
て
、

後
二
条
関
白
藤
原
師
通
（
一
〇
九
四
～
一
〇
九
九
）
―
殿
少
納
言
家
隆
（
～
一
一
二
五
）
―
皇
后
宮
亮
成
隆
（
～
一
一
五
六
～
）
―
成
海
―

四
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と
繋
が
る
家
系
に
在
り
、
覚
尋
は
成
海
法
眼
の
兄
弟
（
覚
瑜
・
教
禅
の
叔
父
）
と
な
る
。

こ
こ
で
関
係
し
て
く
る
殿
少
納
言
家
隆
―
皇
后
宮
亮
藤
原
成
隆
の
一
族
を
見
る
と

法
成
寺
殿
御
堂
関
白
藤
原
道
長
（
九
六
六
～
一
〇
二
七
）
―
宇
治
殿
頼
通
（
九
九
〇
～
一
〇
七
四
）
―
京
極
殿
藤
原
師
実
（
一
〇
四
二

～
一
一
〇
一
）
―
後
二
条
殿
藤
原
師
通
（
一
〇
六
二
～
一
〇
九
九
）
―
知
足
院
殿
・
富
家
殿
藤
原
忠
実
（
一
〇
七
八
～
一
一
六
二
）
―
藤

原
忠
通
（
一
〇
九
七
～
一
一
六
四
）

と
い
う
藤
原
北
家
御
堂
流
の
末
で
、
家
隆
は
忠
実
の
弟
で
あ
り
、
隆
海
・
覚
尋
・
覚
瑜
・
教
禅
共
に
家
隆
流
一
族
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

今
は
こ
の
家
隆
流
一
族
を
、
大
伝
法
院
と
の
関
係
に
お
い
て
隆
海
の
一
族
と
称
し
て
お
く
。（
左
に
家
隆
流
一
族
の
系
図
を
掲
げ
る
）

五

「
家
隆
流
（
隆
海
一
族
）
系
図）

（（
（

」

師
通

忠
実

忠
通

家
政

家
隆

成
隆
（
母
土
佐
守
盛
守
女
）

隆
親
（
母
平
知
信
女
）

仁
恵
（
仁
・
権
僧
正
・
皆
明
院
）

定
国

隆
賢
（
権
大
僧
都
）

昌
隆

親
家

覚
昭
（
仁
・
阿
闍
梨
）

覚
昭
（
阿
闍
梨
・
仁
）

成
覚
（
法
眼
）

孝
定

隆
恵
（
仁
）

成
海
（
仁
）

覚
瑜
（
仁
・
法
印
）

隆
海
（
仁
・
法
印
権
大
僧
都
）

仁
隆
（
仁
・
法
印
権
大
僧
都
）

隆
弁
（
仁
・
阿
闍
梨
）

澄
智
（
寺
・
阿
闍
梨
）

覚
尋
（
仁
・
権
少
僧
都
）

教
禅
（
仁
・
法
印
権
大
僧
都
）

女
子
（
待
賢
門
院
女
房
・
平
忠
盛
妾
・
教
盛
母
）

成
禅
（
仁
）

女
子
（
皇
嘉
門
院
女
房
）

覚
弘
（
仁
・
権
律
師
）

女
子
（
中
将
公
能
妻
）
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三
、
釈
迦
院
法
印
隆
海

兼
海
の
瀉
瓶
で
あ
る
権
大
僧
都
隆
海
は
、
初
め
の
名
前
を
信
鑁
と
言
い
、
神
覚
と
改
名
し
、
後
に
隆
海
に
変
え
た
と
さ
れ
る
。
本
願
座

主
上
人
（
覚
鑁
）
の
入
室
、
密
厳
院
主
禅
室
（
兼
海
）
灌
頂
の
資
と
さ
れ
る）

（（
（

。
先
の
『
血
脈
鈔
・
沢
』
に
も
あ
っ
た
が
、『
血
脈
類
集
記
』

に
も
「
中
宮
権
大
夫
家
隆
の
息
。
兼
海
法
印
灌
頂
の
資
。
大
夫
僧
都
と
号
す
。
治
承
元
年
（
一
一
七
七
）
年
四
月
十
八
日
卒
す
（
五
十
八）

（（
（

）」

と
あ
り
、
大
宮
権
大
夫
少
納
言
家
隆
の
息
と
さ
れ
、『
仁
和
寺
諸
院
家
記
（
恵
山
本
）』
釈
迦
院
の
項
の
書
き
入
れ
に
は
、
覚
鑁
―
兼
海
―

隆
海
と
続
く
血
脈
の
隆
海
の
割
注
に
「
少
納
言
家
隆
子
、
従
四
位
上
大
宮
権
大
夫
／
大
夫
法
印
、
釈
迦
院
・
伝
法
院
座
主
」
と
あ
り）

（（
（

、
ま

た
先
に
上
げ
た
系
譜
の
如
く
『
尊
卑
分
脈
』
に
は
藤
原
師
通
（
一
〇
六
二
～
一
〇
九
九
）
の
孫
、
忠
実
（
一
〇
七
八
−
一
一
六
二
）・
家

政
（
一
〇
八
〇
～
一
一
一
五
）
の
舎
弟
で
あ
る
家
隆
（
～
一
一
二
五
）
の
子
、
成
海
・
覚
尋
の
叔
父
と
し
て
そ
の
名
が
見
え
る
。
こ
れ
か

ら
す
る
と
隆
海
は
藤
原
忠
実
（
一
〇
七
八
～
一
一
六
二
）
の
甥
で
あ
り
、
藤
原
忠
通
（
一
〇
九
七
～
一
一
六
四
）
の
従
兄
弟
に
当
た
る
。

嫡
流
か
ら
は
外
れ
る
と
は
い
え
、
藤
氏
長
者
家
の
中
心
に
近
い
存
在
と
言
え
る
。
た
だ
し
家
隆
は
太
皇
太
后
宮
権
大
夫
・
少
納
言
・
正
四

位
下
ま
で
で
あ
り
、
成
隆
は
皇
后
宮
亮
・
少
納
言
・
従
四
位
上
で
あ
っ
て
、
保
元
の
乱
の
時
に
阿
波
国
に
配
さ
れ
出
家
し
、
帰
京
の
後
に

卒
し
た
と
さ
れ
、
決
し
て
高
位
に
昇
っ
て
い
る
訳
で
は
な
い
。

し
か
し
一
方
で
隆
海
は
、
鳥
羽
上
皇
の
女
御
で
あ
る
美
福
門
院
得
子
の
帰
依
を
篤
く
し
、
保
元
三
年
（
一
一
五
八
）
十
二
月
四
日
に
美

福
門
院
御
願
と
し
て
高
野
山
西
谷
に
菩
提
心
院
を
建
立
し
て
い
る）

（（
（

。
こ
の
菩
提
心
院
阿
弥
陀
堂
の
本
尊
に
は
女
院
の
髮
を
納
め
て
供
養
し

て
お
り
、
永
暦
元
年
（
一
一
六
〇
）
十
一
月
二
十
三
日
に
美
福
門
院
が
薨
去
す
る
と
、
翌
十
二
月
六
日
に
は
そ
の
御
骨
を
高
野
山
に
納
め

て
い
る
が
、
そ
れ
は
菩
提
心
院
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
（
美
福
門
院
御
陵
は
現
在
の
高
野
山
不
動
院
境
内
に
あ
る
）。
鳥
羽
上
皇
と
美

福
門
院
の
皇
女
で
あ
り
、
そ
の
広
大
な
荘
園
を
相
伝
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
八
条
院
暲
子
（
一
一
三
七
～
一
二
一
一
） 

は
、
そ
の
後
も
故

女
院
（
美
福
門
院
）
の
仰
せ
置
き
に
従
っ
て
備
前
国
香
登
庄
・
伊
予
国
高
田
庄
を
大
伝
法
院
へ
寄
進
し
て
い
る）

（（
（

。『
霊
瑞
縁
起
』
に
よ
れ

ば
香
登
庄
は
菩
提
心
院
領
で
あ
り
、
高
田
庄
は
覚
皇
院
領
と
さ
れ
る）

（（
（

が
、
覚
皇
院
は
鳥
羽
上
皇
御
願
と
し
て
兼
海
が
大
伝
法
院
の
郭
内
に
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建
立
し
た
院
家
で
あ
り
、
菩
提
心
院
は
美
福
門
院
御
願
・
隆
海
建
立
の
院
家
で
あ
る
。
八
条
院
が
所
領
を
寄
進
し
た
の
は
、
美
福
門
院
薨

去
の
後
す
ぐ
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
永
暦
元
年
十
一
月
か
ら
、
翌
二
年
の
頃
か
。

隆
海
の
著
作
に
つ
い
て
は
『
諸
宗
章
疏
録
』
に
『
伝
流
鈔
』
十
巻
・『
尊
法
鈔
』
三
巻
・『
要
尊
法
』
一
巻
・『
十
八
道
金
剛
界
口
伝
』『
潅

頂
印
明
』
を
上
げ
る
が）

（（
（

、
ど
れ
も
確
か
な
も
の
で
は
な
い
。
中
で
後
七
日
御
修
法
の
口
訣
で
あ
る
隆
海
記
『
御
質
抄）

（（
（

』
が
現
在
に
残
る
。

た
だ
し
隆
海
自
身
が
後
七
日
御
修
法
に
出
仕
し
た
記
録
は
見
ら
れ
ず
、
こ
れ
が
誰
の
た
め
に
編
纂
さ
れ
た
も
の
か
は
未
検
で
あ
る
が
、
院

政
期
に
お
け
る
後
七
日
御
修
法
の
実
態
を
知
る
上
で
重
要
な
書
と
言
え
る
。
ま
た
『
真
俗
雑
記
問
答
鈔
』
に
記
録
さ
れ
る
「
七
十
四
、
菩

提
心
院
本
願
影
銘
」
の
「
得
道
摂
意
迷
界
空　

果
海
潅
頂
因
徳
仁　

三
密
加
持
即
凡
仏　

一
生
得
証
非
我
誰
」
は
、
本
願
（
隆
海
）
の
作

と
さ
れ
る）

（（
（

。

『
血
脈
類
集
記
』
に
お
け
る
隆
海
の
付
法
に
は
、
隆
位
（
久
我
内
大
臣
雅
通
の
息
）・
覚
樹
房
俊
照
・
上
乗
房
阿
闍
梨
静
聖
・
成
覚
（
入

道
少
将
公
房
の
息
）・
大
僧
都
良
勝
房
隆
誉
・
覚
盛
・
静
雅
・
少
納
言
阿
闍
梨
覚
尋
・
近
江
阿
闍
梨
隆
盛
・
大
納
言
印
海
の
十
人
を
上
げ

る）
（（
（

。
ま
た
『
野
沢
血
脈
集）

（（
（

』
に
は
「
裏
書
に
云
く
」
と
し
て
、
以
上
十
人
の
他
に
祐
海
・
尋
海
・
定
尋
・
勝
寛
・
賢
範
・
隆
経
・
智
融
を

上
げ
る
が
灌
頂
付
法
で
あ
る
か
は
確
実
で
は
な
い
。
こ
の
中
、
近
江
阿
闍
梨
隆
盛
は
、
年
代
的
に
大
伝
法
院
流
血
脈
に
隆
海
―
覚
尋
―
定

尊
（
定
尋
）
―
隆
盛
と
見
え
る
隆
盛
と
は
別
人
で
あ
ろ
う
。
こ
の
近
江
阿
闍
梨
隆
盛
に
つ
い
て
も
不
明
で
あ
る
。
ま
た
成
隆
・
隆
海
の
兄

弟
で
あ
る
昌
隆
の
子
の
成
覚
・
隆
恵
、
及
び
昌
隆
の
孫
で
親
家
の
子
で
あ
る
覚
昭
に
つ
い
て
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
。
上
乗
房
阿
闍
梨
静

聖
は
理
性
院
賢
覚
（
一
〇
八
〇
～
一
一
五
六
）
付
法
の
賢
信
（
一
一
一
八
～
一
一
八
七
）
の
こ
と
で
あ
る
。

四
、
少
納
言
僧
都
覚
尋

隆
海
の
付
法
の
中
で
、隆
海
の
甥
で
あ
り
、覚
瑜
・
教
禅（
覚
禅
）の
父
で
あ
る
成
海
法
眼
の
兄
弟
で
も
あ
る
少
納
言
僧
都
覚
尋（
一
一
三
一

七
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大
正
大
学
大
学
院
研
究
論
集　

第
三
十
八
号

～
一
一
九
〇
～
）
は
、
隆
海
の
灌
頂
付
法
の
弟
子
と
さ
れ
る
が
、
ま
た
承
安
二
年
（
一
一
七
二
）
四
月
に
大
伝
法
院
第
七
代
座
主
に
補
任

さ
れ）

（（
（

、文
治
六
年
（
一
一
九
〇
）
ま
で
勤
め
て
い
る
。『
仁
和
寺
諸
院
家
記
（
心
蓮
院
本
）』
に
は
「
池
上
」
に
覚
尋
権
少
僧
都
の
名
が
見
え
、

池
上
寺
を
観
賢
僧
正
―
寛
忠
少
僧
都
―
中
引
阿
闍
梨
―
頼
尊
律
師
―
行
助
阿
闍
梨
―
覚
縁
律
師
―
覚
任
僧
都
―
覚
尋
と
相
伝
し
て
い
る
。

大
宮
権
亮
成
隆
の
猶
子
で
、
池
上
僧
都
と
号
し
、
初
め
は
理
性
院
第
二
世
宝
心
阿
闍
梨
（
一
〇
九
二
～
一
一
七
四
）
の
付
法
で
あ
っ
た
が
、

後
に
隆
海
に
受
法
し
、
大
伝
法
院
座
主
と
な
っ
た
と
さ
れ）

（（
（

、
ま
た
禅
定
院
座
主
と
も
称
さ
れ
て
い
る）

（（
（

。
こ
の
禅
定
院
は
観
音
院
大
僧
都
寛

意
（
一
〇
五
四
～
一
一
〇
一
）
が
高
野
山
上
に
創
建
し
た
仁
和
寺
別
所
の
一
で
、
寛
意
に
と
っ
て
叔
父
で
あ
り
師
で
あ
る
大
御
室
性
信
法

親
王
（
一
〇
〇
五
～
一
〇
八
五
）
の
骨
堂
と
し
て
建
立
さ
れ
、
ま
た
寛
意
自
身
も
こ
こ
に
葬
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る）

（（
（

。
覚
鑁
の
学
問
の
師

と
さ
れ
る
定
尊
が
寛
意
か
ら
相
伝
し
た
が
、『
霊
瑞
縁
起
』
に
は
大
伝
法
院
の
僧
院
と
さ
れ
、
頼
瑜
も
禅
定
院
で
の
書
写
活
動
が
記
録
さ

れ
る
な
ど
、
大
伝
法
院
方
の
拠
点
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
ま
た
後
に
金
胎
房
教
禅
（
覚
禅
）
も
「
禅
定
院
」
を
も
っ
て
称
さ
れ
る
こ
と
が
あ

り
、
覚
尋
か
ら
譲
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。『
血
脈
類
集
記
』
の
宝
心
付
法
の
中
に
「
覚
尋
（
阿
闍
梨
。
僧
都
。
師
六
十
八
。
資
二
十
九
）

保
元
四
年
三
月
九
日
。
高
野
菩
提
心
院
に
於
て
之
れ
を
受
く）

（（
（

」
と
あ
り
、
醍
醐
寺
蔵
本
『
伝
法
潅
頂
師
資
相
承
血
脈
』
に
も
同
様
の
記
事

が
見
え
、
そ
こ
で
も
僧
都
・
少
納
言
・
高
野
菩
提
心
院
・
二
十
九
と
あ
り）

（（
（

、
天
承
元
年
（
一
一
三
一
）
の
生
れ
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

ま
た
宝
心
か
ら
の
受
法
道
場
が
菩
提
心
院
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
時
の
菩
提
心
院
々
主
隆
海
の
意
志
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
則
ち
初
め
に

醍
醐
理
性
院
流
を
受
法
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
時
に
醍
醐
寺
僧
で
あ
っ
た
の
で
は
無
く
、
初
め
か
ら
大
伝
法
院
僧
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
ま
た
『
血
脈
類
集
記
』
の
覚
尋
付
法
に
は
祐
海
・
尋
海
・
勝
覚
・
定
尋
・
賢
範
・
隆
経
の
六
名
を
上
げ）

（（
（

、
ほ
ぼ
『
野
沢
血
脈
集
』
の

隆
海
付
法
の
裏
書
に
重
な
る
が
、
こ
の
中
の
勝
覚
は
裏
書
の
勝
寛
の
こ
と
で
あ
ろ
う
（
た
だ
し
ど
ち
ら
の
名
が
正
し
い
か
は
判
断
し
が
た
い
）。

と
こ
ろ
で
年
未
詳
十
二
月
二
十
三
日
付
け
の
八
条
院
の
令
旨
に
よ
れ
ば
、
覚
皇
院
・
菩
提
心
院
を
密
厳
院
の
如
く
大
伝
法
院
の
別
院
と

し
、
所
司
・
供
僧
・
承
仕
等
は
隆
海
が
寺
務
で
あ
っ
た
時
の
如
く
に
本
寺
（
大
伝
法
院
）
僧
が
勤
仕
す
る
こ
と
、
隆
海
の
遺
言
に
任
せ
て

座
主
覚
尋
が
（
供
僧
等
を
）
補
任
す
る
こ
と
、
ま
た
大
伝
法
院
の
不
動
・
阿
弥
陀
両
壇
護
摩
は
兼
海
が
置
い
た
も
の
で
、
兼
海
・
隆
海
の

時
の
如
く
に
伝
法
院
に
付
し
て
相
違
な
き
こ
と
が
定
め
ら
れ
、
重
ね
て
二
月
五
日
付
け
で
鳥
羽
上
皇
御
国
忌
と
小
塔
供
料
と
し
て
初
倉
庄

八
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の
運
上
米
の
事
が
定
め
ら
れ
て
い
る）

（（
（

。
ま
た
承
安
五
（
一
一
七
五
）
年
六
月
四
日
に
初
倉
庄
運
上
米
を
座
主
覚
尋
が
請
取
り
、
支
配
の
旨

に
任
せ
て
相
違
あ
る
べ
か
ら
ざ
る
旨
の
「
定
置）

（（
（

」
が
法
印
権
大
僧
都
（
隆
海
）
よ
り
放
た
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
八
条
院
の
令
旨
は
承
安

四
年
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
承
安
四
年
十
二
月
十
六
日
付
け
「
阿
弥
陀
護
摩
譲
状）

（（
（

」
は
、
美
福
門
院
御
願
の
両
壇
護
摩
の
内
、
阿

弥
陀
護
摩
を
隆
位
に
譲
る
隆
海
の
譲
状
で
あ
り
、
こ
の
阿
弥
陀
護
摩
は
兼
海
よ
り
隆
海
に
譲
ら
れ
た
も
の
で
美
福
門
院
の
本
懐
で
あ
り
、

た
だ
覚
尋
一
期
の
間
は
毎
年
百
五
十
日
勤
修
す
べ
き
旨
が
沙
汰
さ
れ
、
ま
た
大
伝
法
院
寺
務
（
座
主
）
に
は
指
し
た
る
得
分
が
無
い
か
ら

だ
と
す
る
。
即
ち
護
摩
の
供
料
を
座
主
の
得
分
と
す
る
た
め
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
た
こ
こ
で
覚
尋
と
隆
位
の
間
で
喧
嘩
の
聞
こ
え

が
あ
る
が
、良
く
な
い
こ
と
で
あ
り
、た
だ
隆
位
阿
闍
梨
は
香
登
庄
・
高
田
庄
を
知
行
し
て
い
る
が
、住
山
の
間
は
遠
い
た
め
に
年
貢
が
細
々

と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、
覚
尋
は
こ
れ
を
意
に
留
め
、
こ
と
に
触
れ
て
冬
木
・
雑
菜
等
の
芳
志
を
施
す
よ
う
に
、
と
し
て
い
る）

（（
（

。

た
だ
こ
の
譲
状
が
隆
位
へ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
覚
尋
は
不
動
護
摩
を
、
隆
位
は
阿
弥
陀
護
摩
を
隆
海
か
ら
譲
ら
れ
た
と
い

う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
大
納
言
阿
闍
梨
隆
位
（
一
一
四
七
～
一
一
九
五
）
は
内
大
臣
久
我
（
源
）
雅
通
（
一
一
一
八
～
一
一
七
五
）
の
息

で
あ
る
が
、
覚
尋
と
大
伝
法
院
座
主
職
を
争
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
た
だ
し
香
登
庄
・
高
田
庄
を
知
行
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
菩
提

心
院
・
覚
皇
院
の
二
院
を
師
の
隆
海
か
ら
相
伝
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
隆
海
は
大
伝
法
院
座
主
職
と
覚
皇
院
・
菩
提
心
院
座
主
職

と
を
分
け
て
覚
尋
と
隆
位
と
に
譲
っ
た
こ
と
に
な
り
、
大
伝
法
院
方
の
中
で
有
力
な
二
人
の
バ
ラ
ン
ス
を
取
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

覚
尋
の
付
法
は
『
血
脈
類
集
記）

（（
（

』
に
は
祐
海
・
尋
海
・
勝
覚
・
定
尋
・
賢
範
・
隆
経
を
、
ま
た
『
高
野
山
先
哲
灌
頂
記
録
』
で
は
祐
海

と
定
尋
を
上
げ
る）

（（
（

。
大
伝
法
院
血
脈
で
は
定
尋
・
尋
海
・
経
尋
が
見
ら
れ
る
。
こ
こ
で
祐
海
へ
授
け
た
灌
頂
は
文
治
五
年
（
一
一
八
九
）

十
二
月
二
十
六
日
で
根
来
寺
に
於
て
、
教
授
良
証
房
（
良
勝
房
隆
誉
で
あ
ろ
う
）・
護
摩
近
江
阿
闍
梨
（
隆
盛
）
と
さ
れ
る
。
ま
た
定
尋

に
つ
い
て
は
「
新
座
主
」
と
い
う
注
記
が
あ
り
、建
久
八
年
（
一
一
九
七
）
十
月
七
日
に
根
来
寺
で
行
わ
れ
、教
授
は
静
雅
と
さ
れ
て
い
る
。

九
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五
、
成
海
法
眼

つ
ぎ
に
覚
瑜
・
教
禅
の
父
で
あ
る
成
海
法
眼
は
大
伝
法
院
座
主
に
は
な
っ
て
い
な
い
が
、
仁
和
寺
第
七
世
後
高
野
御
室
道
法
法
親
王

（
一
一
六
六
～
一
二
一
四
）
の
僧
別
当
と
な
っ
て
い
る）

（（
（

。
詳
し
い
こ
と
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、『
御
室
相
承
記
』
に
よ
れ
ば
道
法
法
親
王

の
元
久
二
年
（
一
二
〇
五
）
の
記
事
に
お
い
て
「
成
海
法
眼
」
と
見
え）

（（
（

、建
暦
二
年
（
一
二
一
二
）
正
月
の
吉
書
の
記
事
に
「
別
当
成
海
」

と
あ
り
、
ま
た）

（（
（

『
光
台
院
御
室
伝
』
に
は
、
建
保
七
年
（
一
二
一
九
）
七
月
の
記
事
に
「
成
海
法
眼
」
と
あ
る）

（（
（

。
ま
た
『
血
脈
類
集
記
』

の
真
乗
院
僧
正
覚
教
（
一
一
六
七
～
一
二
四
二
。
左
大
臣
実
房
の
息
。
喜
多
院
御
室
守
覚
の
付
法
）
が
建
保
七
年
三
月
二
十
九
日
に
経
寛

阿
闍
梨
に
灌
頂
を
授
け
た
記
録
に
は
布
施
取
り
に
「
法
眼
成
海
」
と
見
ら
れ
る）

（（
（

。
こ
れ
ら
か
ら
す
る
と
、
成
海
は
一
二
〇
五
年
以
前
に
は

法
眼
と
な
っ
て
お
り
、
建
暦
二
年
の
頃
に
は
仁
和
寺
別
当
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
建
保
二
年
に
道
法
が
入
滅
し
、
建
保
七
年

正
月
に
仁
和
寺
第
八
世
光
台
院
御
室
道
助
法
親
王
（
一
一
九
五
～
一
二
四
九
）
が
綱
所
を
賜
り
、
総
法
務
に
任
ぜ
ら
れ
て
（
御
室
と
な
っ

て
）
以
降
は
、
別
当
を
辞
し
て
い
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
ま
た
『
光
台
院
御
室
伝
』
に
は
建
暦
二
年
正
月
高
野
御
参
詣
の
吉
書
の
記

事
に
覚
教
法
印
が
別
当
と
さ
れ
る
が
、
道
助
伝
の
中
な
の
で
、
建
保
二
（
一
二
一
四
）
年
の
誤
り
で
あ
ろ
う
か
。
と
す
れ
ば
成
海
が
別
当

を
辞
し
た
の
は
そ
れ
以
前
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
た
だ
し
こ
の
当
時
別
当
は
複
数
い
た
よ
う
で
あ
り
、
成
海
と
覚
教
が
同
時
に
別
当

で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
ろ
う
。

一
方
で
仁
和
寺
第
四
世
高
野
御
室
覚
法
法
親
王
（
一
〇
九
一
～
一
一
五
三
）
の
付
法
の
一
人
で
あ
る
権
大
僧
都
仁
証
法
印
（
一
一
一
三

～
一
一
八
九
）
の
付
法
の
中
に
侍
従
律
師
成
遍
阿
闍
梨
（
一
一
四
六
～
）
が
あ
り
、
元
暦
元
年
（
一
一
八
四
）
十
二
月
に
三
十
九
歳
で
灌

頂
受
法
し
て
い
る
が
、
そ
れ
が
皇
后
宮
亮
成
隆
の
息
と
さ
れ
、
そ
の
灌
頂
が
御
室
（
守
覚
）
の
沙
汰
と
さ
れ
て
い
る）

（（
（

。
成
遍
は
喜
多
院
御

室
守
覚
・
後
高
野
御
室
道
法
の
灌
頂
に
伴
僧
を
勤
め
て
お
り
、
仁
隆
が
守
覚
に
受
法
し
た
際
に
も
伴
僧
と
な
っ
て
い
る
。『
仁
和
寺
諸
院

家
記
（
心
蓮
院
本
）』
で
は
成
隆
の
息
と
し
て
仁
隆
・
成
遍
・
成
海
・
覚
尋
の
四
人
を
上
げ）

（（
（

、
成
海
と
成
遍
を
別
人
と
し
て
い
る
が
、『
尊

卑
分
脈
』
に
は
成
遍
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
守
覚
が
道
法
へ
灌
頂
を
授
け
た
時
の
伴
僧
の
中
に
仁
隆
・
成
遍
・
覚
尋
の
三
人
の
名
は

一
〇
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見
ら
れ
る
が
、
道
法
の
下
で
仁
和
寺
別
当
を
勤
め
た
成
海
の
名
は
見
ら
れ
な
い
。
今
ま
で
諸
記
録
の
中
で
、
管
見
の
範
囲
、
成
遍
と
成
海

が
同
時
に
見
ら
れ
る
史
料
は
見
い
だ
せ
て
い
な
い
。
若
し
成
海
と
成
遍
が
同
一
人
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
成
海
は
久
安
二
年
（
一
一
四
六
）

の
生
れ
で
、仁
隆
よ
り
二
つ
年
下
の
弟
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
ま
た
そ
の
法
脈
は
覚
法
―
仁
証
―
成
遍
（
成
海
）
と
い
う
も
の
と
な
り
、

仁
隆
の
師
の
公
賢
同
様
に
守
覚
か
ら
直
接
で
は
な
く
、
そ
の
一
代
前
の
覚
法
の
弟
子
か
ら
灌
頂
受
法
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
が
、
ど
う
で

あ
ろ
う
か
。

六
、
亮
法
印
覚
瑜

ま
た
成
海
の
子
（
真
弟
子
）
で
あ
る
真
光
院
本
願
の
亮
法
印
覚
瑜
少
僧
都
（
一
一
八
六
～
一
二
二
九
～
）
は
、承
久
三
年
（
一
二
二
一
）

十
月
に
御
室（
光
台
院
御
室
道
助
）の
直
任
に
よ
っ
て
第
十
一
代
大
伝
法
院
座
主
に
補
任
さ
れ
、翌
年
に
は
忍
辱
山
弁
僧
正
定
豪（
一
一
五
二

～
一
一
三
八
）
が
鎌
倉
方
の
力
を
背
景
に
第
十
二
代
大
伝
法
院
座
主
と
な
る
も
、
寛
喜
元
年
（
一
二
二
九
）
四
月
に
第
十
三
代
座
主
に
還

補
し
て
い
る
。
し
か
し
十
月
に
「
得
替
」
と
あ
り
、
半
年
で
辞
し
た
も
の
か
。
十
二
月
に
定
豪
還
補
の
由
が
仰
せ
下
さ
れ
た
が
（
鎌
倉
将

軍
家
の
仰
せ
か
）、
寺
家
（
御
室
）
が
用
い
ず
、
翌
年
三
月
に
関
東
（
鎌
倉
将
軍
家
）
の
沙
汰
に
よ
り
辞
退
し
た
の
で
、
座
主
歴
代
に
入

れ
な
い
と
さ
れ
る）

（（
（

。
こ
の
時
、
定
豪
と
大
伝
法
院
方
と
の
間
で
座
主
職
を
巡
っ
て
争
い
が
起
き
て
い
る
が）

（（
（

、
貞
永
元
年
（
一
二
三
二
）
六

月
に
道
浄
房
寂
尊
阿
闍
梨
が
第
十
四
代
座
主
に
補
任
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
直
ぐ
に
辞
し
た
も
の
か
、
以
後
五
年
の
間
座
主
無
し
と
言
わ

れ
、
嘉
禎
三
年
（
一
二
三
七
）
に
定
豪
が
還
補
し
、
同
年
に
第
十
六
代
座
主
定
親
大
僧
正
へ
讓
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
後
は
第
十
七
代
に

三
河
僧
正
行
遍
（
一
一
八
一
～
一
二
六
四
）、
第
十
八
代
に
定
親
が
還
補
し
、
宝
治
元
年
（
一
二
四
七
）
十
一
月
に
覚
瑜
の
舎
弟
教
禅
が

第
十
九
代
大
伝
法
院
座
主
に
補
任
さ
れ
て
い
る
。
覚
瑜
は
寛
瑜
の
付
法
で
あ
り
、『
血
脈
類
集
記）

（（
（

』
で
は
承
元
四
年
（
一
二
一
〇
）
三
月

二
十
八
日
に
灌
頂
受
法
し
て
い
る
。

一
一
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こ
こ
で
寛
瑜
（
一
一
三
一
～
）
は
「
伊
豆
守
源
憲
明
子
。
静
灌
僧
都
受
法
灌
頂
の
資
。
南
勝
院
民
部
卿
法
印
と
号
す
」
と
さ
れ
、
久
寿

二
（
一
一
五
五
）
年
十
月
二
十
九
日
に
静
灌
大
僧
都
（
一
〇
八
五
～
一
一
五
七
）
よ
り
灌
頂
受
法
し
て
い
る）

（（
（

。
寛
瑜
の
師
で
あ
る
静
灌
大

僧
都
は
慈
尊
院
第
二
世
、
南
岳
房
済
暹
僧
都
（
一
〇
二
五
～
一
一
一
五
）
の
付
法
で
あ
り）

（（
（

、
大
納
言
源
俊
明
（
一
〇
四
四
～
一
一
一
四
）

の
息
で
あ
っ
て
寛
瑜
の
叔
父
と
な
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
覚
瑜
の
法
脈
は

済
暹
―
静
灌
―
寛
瑜
―
覚
瑜

と
繋
が
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
静
灌
・
寛
瑜
の
世
系
を
見
る
と）

（（
（

と
な
る
。
こ
の
静
灌
・
寛
瑜
の
一
族
（
醍
醐
源
氏
俊
明
流
）
の
仁
和
寺
僧
と
し
て
、
心
蓮
院
を

世
毫
―
寛
継
―
俊
証

と
相
伝
し
た
心
蓮
院
僧
正
俊
証
（
一
一
〇
五
～
一
一
九
一
）
が
い
る
。
俊
証
は
世
毫
法
印
（
一
〇
七
六
～
一
一
五
三
）
灌
頂
の
資
で
、
中

務
大
夫
源
能
明
の
子
と
さ
れ）

（（
（

、
寛
瑜
の
従
兄
弟
に
当
た
り
、
ま
た
文
治
二
（
一
一
八
六
）
年
に
は
第
四
十
三
代
東
寺
長
者
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
俊
証
の
兄
弟
に
理
覚
が
い
る
が
、
こ
れ
が
若
し
『
高
野
山
往
生
伝
』
や
『
源
平
盛
衰
記
』、「
高
野
御
室
御
参
籠
日
記
」
な
ど
に
見
ら

れ
る
理
覚
房
心
蓮
（
ま
た
は
尋
蓮
）
上
人
（
～
一
一
八
一
）
で
あ
れ
ば
、
高
野
山
大
伝
法
院
方
の
仁
和
寺
僧
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
が）

（（
（

、

ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
安
居
院
法
印
大
僧
都
澄
憲
（
一
一
二
六
～
一
二
〇
三
）
の
息
に
も
仁
和
寺
の
理
覚
が
あ
り）

（（
（

、
こ
ち
ら
が
高
野
山

の
理
覚
で
あ
る
可
能
性
も
あ
ろ
う
か
。
た
だ
し
こ
の
高
野
山
の
理
覚
は
房
号（
化
名
）で
あ
り
、『
尊
卑
分
脈
』は
一
般
に
実
名
を
出
す
の
で
、

一
二

憲
明

寛
瑜

能
明

俊
証

源
高
明

俊
賢

隆
国

俊
明

理
覚

明
賢

俊
通

延
俊

定
豪

静
灌
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断
定
は
で
き
な
い
。

ま
た
大
伝
法
院
座
主
職
を
巡
っ
て
騒
動
を
起
こ
し
た
定
豪
は
、
寛
遍
の
付
法
で
あ
る
兼
豪
法
印
権
大
僧
都
（
一
一
一
七
～
一
一
八
九
）

の
灌
頂
付
法
の
弟
子
で
あ
り
、
民
部
少
輔
源
延
俊
息
と
さ
れ
る）

（（
（

。
従
っ
て
静
灌
の
父
、
寛
瑜
の
祖
父
で
あ
る
源
俊
明
か
ら
す
れ
ば
曽
孫
、

静
灌
の
兄
弟
の
孫
、
寛
瑜
の
従
兄
弟
の
子
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
大
伝
法
院
座
主
道
厳
・
教
禅
に
灌
頂
を
授
け
た
勝
遍
も
寛
遍
の
付
法
で

あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
は
道
厳
・
教
禅
と
定
豪
と
は
、
共
に
寛
遍
の
法
脈
を
受
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
定
豪
は
鎌
倉

へ
下
向
し
、『
吾
妻
鏡
』
に
よ
る
と
建
久
二
年
（
一
一
九
一
）
三
月
に
鶴
ヶ
岡
八
幡
宮
供
僧
と
な
り
、
正
治
元
年
（
一
一
九
九
）
勝
長
寿

院
別
当
に
転
じ
、
更
に
承
久
二
年
（
一
二
二
〇
）
正
月
に
八
幡
宮
別
当
に
転
じ
て
い
る
。
翌
承
久
三
年
九
月
に
別
当
職
を
定
雅
に
譲
り
、

十
月
に
熊
野
三
山
検
校
と
な
り
、そ
の
後
も
鎌
倉
将
軍
家
の
仏
事
・
祈
祷
を
修
す
る
な
ど
鎌
倉
を
中
心
に
活
動
し
た
。ま
た
醍
醐
寺
所
蔵「
大

伝
法
院
座
主
補
任
次
第
」
に
よ
る
と
、
承
久
四
年
の
大
伝
法
院
座
主
補
任
は
道
厳
の
譲
、
御
室
庁
御
下
文
直
任
と
さ
れ
る
が）

（（
（

、
し
か
し
前

年
の
承
久
三
年
十
月
に
覚
瑜
が
座
主
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
道
厳
の
譲
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
鎌
倉
方
の
意

向
が
強
く
働
い
て
い
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
覚
瑜
の
師
で
あ
る
寛
瑜
は
南
勝
院
民
部
卿
法
印
と
号
し
た
が
、
南
勝
院
は
木
寺
法
印
経
範
法
務
（
一
〇
三
一
～
一
一
〇
四
）

の
付
法
で
あ
る
南
勝
房
忠
縁
法
橋
（
一
〇
三
八
～
一
一
一
五）

（（
（

）
の
創
建
で
、

忠
縁
―
能
覚
―
寛
瑜
―
長
厳
―
清
厳
―
行
禎
―
経
瑜
―
守
禅
―
禅
助

と
相
伝
さ
れ
て
い
る）

（（
（

。
場
所
は
真
光
院
以
南
に
あ
る
と
さ
れ
、
本
堂
は
東
向
き
で
あ
り
、
ま
た
真
光
院
は
二
岡
の
西
麓
に
あ
る
と
さ
れ

る）
（（
（

。
こ
の
南
勝
院
歴
代
の
中
で
、
長
厳
は
異
筆
を
以
て
「
一
条
記
に
之
れ
在
り
」
と
さ
れ
、
肩
に
「
七
条
」
と
あ
り
、
大
僧
正
と
さ
れ
て

い
る
。
七
条
大
僧
正
長
厳
（
一
一
五
二
～
一
二
二
八
）
は
『
尊
卑
分
脈
』
に
よ
る
と
天
台
僧
寛
印
内
供
奉
の
曽
孫
で）

（（
（

、
ま
た
刑
部
僧
正
・

今
宮
と
号
し
、
熊
野
山
検
校
・
有
験
第
一
の
人
と
さ
れ
、
後
鳥
羽
院
（
一
一
八
〇
～
一
二
三
九
）
の
護
持
僧
、
大
僧
正
と
さ
れ
て
い
る
。

承
久
三
（
一
二
二
一
）
の
承
久
の
乱
に
よ
っ
て
陸
奥
に
配
流
さ
れ
、
そ
こ
で
入
滅
し
て
い
る
。
た
だ
し
そ
の
法
脈
に
つ
い
て
は
検
索
で
き

て
い
な
い
。
長
厳
は
建
保
六
（
一
二
一
八
）
年
に
自
ら
の
請
に
よ
っ
て
禅
林
寺
・
石
山
寺
・
神
護
寺
・
観
心
寺
等
の
寺
務
を
相
承
し
て
い

一
三
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る
が）

（（
（

、
南
勝
院
を
相
伝
し
た
の
も
同
様
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。

こ
れ
に
対
し
て
清
厳
（
一
一
九
二
～
）
は
良
遍
の
付
法
の
一
人
と
さ
れ
て
お
り
、『
血
脈
類
集
記）

（（
（

』
で
は
「
中
納
言
。
前
内
大
臣
清
卿
息
」

と
あ
っ
て
、
長
厳
の
子
と
し
て
見
え
る
清
厳
は
別
人
で
あ
る
。『
尊
卑
分
脈
』
に
よ
る
と
、
坊
門
家
藤
原
隆
清
（
一
一
六
八
～
一
二
一
四
）

の
息
、
覚
助
法
印
の
兄
弟
に
清
厳
が
い
る）

（（
（

。
藤
原
隆
清
は
七
条
修
理
大
夫
藤
原
信
隆
の
子
で
平
清
盛
の
女
を
母
と
す
る
。
覚
助
は
中
納
言

法
印
と
号
し
、
仁
和
寺
五
智
院
の
大
夫
法
印
行
守
の
付
法
の
弟
子
で
、
五
智
院
を
行
守
か
ら
相
伝
し
て
い
る）

（（
（

。
行
守
は
守
覚
の
付
法
で
、

覚
助
は
守
覚
―
行
守
―
覚
助
と
い
う
法
脈
に
あ
る
が
、
行
守
は
大
伝
法
院
座
主
三
位
律
師
行
位
の
兄
弟
で
あ
り
、
行
位
は
隆
海
―
隆
位
―

行
位
と
い
う
法
脈
（
大
伝
法
院
流
）
を
相
承
し
て
い
る
。
清
厳
か
ら
す
れ
ば
兄
弟
の
師
の
兄
弟
と
い
う
関
係
に
な
り
、
そ
れ
程
近
い
と
は

言
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
全
く
関
係
が
無
い
と
も
言
え
な
い
。
ま
た
清
厳
の
師
で
あ
る
良
遍
に
は
、
覚
瑜
の
舎
弟
で
あ
る
教
禅
も
灌

頂
受
法
し
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
『
醍
醐
寺
文
書
』
中
の
二
七
九
「
本
朝
伝
法
潅
頂
師
資
相
承
血
脈
」
に
は
次
の
よ
う
な
系
譜
を
上
げ
る）

（（
（

。

こ
の
血
脈
で
覚
禅
と
共
に
房
海
か
ら
付
法
し
て
い
る
覚
助
は
、「
五
智
院
」
と
い
う
注
記
が
あ
る
こ
と
か
ら
行
守
よ
り
五
智
院
を
相
伝

し
た
覚
助
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
覚
助
も
ま
た
大
伝
法
院
流
（
持
明
院
流
）
証
印
方
を
相
承
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
、覚
禅
（
教

禅
）
と
も
直
接
関
係
す
る
こ
と
に
な
る
。
行
禎
に
つ
い
て
は
、
民
部
卿
、
教
厳
法
印
真
弟
子
。
菩
提
院
行
遍
僧
正
付
法
と
さ
れ）

（（
（

、
三
河
僧

正
行
遍
は
第
十
七
代
大
伝
法
院
座
主
に
補
任
さ
れ
て
い
る
が
、
家
隆
流
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。
と
も
か
く
後
に
経
瑜
が
南

勝
院
を
相
伝
す
る
に
は
、
経
瑜
の
師
で
あ
る
教
禅
と
そ
の
兄
で
あ
る
覚
瑜
、
覚
瑜
の
師
で
あ
る
寛
瑜
と
の
関
係
（
或
い
は
良
遍
・
清
厳
と

の
関
係
、
更
に
は
覚
助
・
行
守
・
行
位
と
の
関
係
を
含
め
て
）
が
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

覚
瑜
の
血
脈
に
つ
い
て
は
、
先
に
も
見
た
よ
う
に

大
御
室
性
信
―
済
暹
―
静
灌
―
寛
瑜
―
覚
瑜

一
四

証
印

玄
助

浄
雲（
説
経
師
）

覚
光

覚
助（
五
智
院
）

玄
証

房
海

覚
禅（
金
胎
房
阿
闍
梨
）
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と
繋
が
る
法
脈
が
あ
っ
た
が
、
前
に
上
げ
た
『
野
沢
血
脈
集
』
所
載
の
「
幸
心
血
脈
」
で
は
、
大
伝
法
院
流
血
脈
の
中
に

隆
海
―
覚
尋
―
賢
誉
（
尋
海
）
―
覚
瑜
―
覚
禅
―
経
瑜

と
い
う
相
承
が
あ
っ
た
。
ま
た
醍
醐
寺
所
蔵
「
大
伝
法
院
座
主
補
任
次
第）

（（
（

」
に
も
「
尋
海
灌
頂
の
資
」
と
あ
る
。
尋
海
に
つ
い
て
詳
し
い

こ
と
が
分
か
ら
な
い
の
で
、
尋
海
か
ら
の
受
法
に
し
て
も
、
何
時
、
何
処
で
受
法
し
た
の
か
、
な
ど
は
不
明
で
あ
る
。
ど
ち
ら
に
し
て
も

覚
瑜
が
大
伝
法
院
座
主
に
補
任
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
隆
海
の
一
族
（
家
隆
流
）
出
身
で
あ
っ
た
か
ら
と
言
え
よ

う
し
、
尋
海
か
ら
大
伝
法
院
流
を
受
法
し
て
か
ら
大
伝
法
院
座
主
に
な
っ
た
の
か
、
大
伝
法
院
座
主
に
補
任
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
座
主

相
承
と
し
て
受
法
し
た
の
か
も
判
断
し
か
ね
る
が
、
た
だ
他
の
座
主
か
ら
す
れ
ば
、
必
ず
し
も
大
伝
法
院
流
が
座
主
相
承
の
条
件
に
な
っ

て
い
た
と
も
言
え
な
い
の
で
、
座
主
職
同
様
、
法
流
相
承
も
隆
海
・
覚
尋
の
一
族
だ
っ
た
か
ら
と
考
え
て
お
き
た
い
。

七
、
少
将
法
印
金
胎
房
教
禅

第
十
九
代
大
伝
法
院
座
主
・
仁
和
寺
真
光
院
二
世
・
少
将
法
印
金
胎
房
教
禅
（
一
一
九
二
（
又
は
一
一
九
三
）
～
一
二
六
三
？
）
は
真

光
院
覚
瑜
の
舎
弟
で
あ
り
、
仁
和
寺
別
当
成
海
法
眼
の
真
弟
子
で
、
覚
瑜
よ
り
真
光
院
を
相
伝
し
、
第
二
世
と
な
っ
て
い
る
。
大
伝
法
院

流
血
脈
な
ど
で
は
覚
禅
と
さ
れ
、
や
は
り
同
じ
金
胎
房
で
あ
り
、
真
光
院
覚
瑜
の
舎
弟
、
成
海
法
眼
の
真
弟
子
と
さ
れ
る
。『
仁
和
寺
諸

院
家
記
（
心
蓮
院
本）

（（
（

）』
の
真
光
院
歴
代
の
教
禅
の
脇
に
は
朱
注
で
「
金
胎
房
覚
禅
阿
闍
梨
、
成
海
真
弟
子
也
。
教
禅
と
同
人
と
為
す
歟
、

之
れ
を
考
ふ
可
し
」
と
あ
る
。
こ
こ
で
真
光
院
第
二
世
の
教
禅
法
印
は
「
少
将
。
成
海
法
眼
真
弟
子
。
良
遍
法
印
付
法
」
と
さ
れ
て
い
る
。

真
光
院
教
禅
は
、
醍
醐
寺
所
蔵
「
大
伝
法
院
座
主
補
任
次
第
」
に
よ
れ
ば
宝
治
元
年
（
一
二
四
七
）
十
一
月
に
第
十
九
代
大
伝
法
院
座
主

に
補
任
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
時
五
十
六
歳
と
さ
れ
、
弘
安
三
年
（
一
二
八
〇
）
に
七
十
一
歳
で
入
滅
と
さ
れ
る）

（（
（

。
宝
治
元
年
に
五
十
六

歳
と
す
る
と
生
年
は
建
久
三
年
（
一
一
九
二
）
と
な
り
、
弘
安
三
年
に
七
十
一
歳
と
す
る
と
生
年
は
承
元
四
年
（
一
二
一
〇
）
と
な
る
。

一
五
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建
久
三
年
の
生
れ
で
弘
安
三
年
の
入
滅
で
あ
れ
ば
八
十
九
歳
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
没
年
の
弘
安
三
年
を
弘
長
三
年
（
一
二
六
三
）
の
誤

記
と
見
て
、
こ
の
年
七
十
一
歳
と
す
れ
ば
、
生
年
は
建
久
四
年
（
一
一
九
三
）
と
な
る
。
大
伝
法
院
座
主
職
を
次
の
禅
助
が
継
い
だ
の
が

弘
長
二
年
五
月
四
日
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、教
禅
の
入
滅
を
弘
長
三
年
正
月
と
す
る
こ
と
は
、相
応
し
い
よ
う
に
思
え
る
。
ま
た
『
血

脈
類
集
記）

（（
（

』
で
は
、
教
禅
阿
闍
梨
は
貞
永
元
年
（
一
二
三
二
）
年
四
月
十
一
日
に
良
遍
よ
り
理
智
院
に
お
い
て
灌
頂
受
法
し
て
い
る
が
、

そ
の
時
四
十
歳
と
さ
れ
、
そ
う
す
る
と
生
年
は
建
久
四
年
と
な
る
。
そ
の
血
脈
は

寛
助
―
寛
遍
―
勝
遍
―
良
遍
―
教
禅

と
な
ろ
う
。
こ
れ
は
寛
遍
（
一
一
〇
〇
～
一
一
六
六
）
を
流
祖
と
す
る
忍
辱
山
流
の
血
脈
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
理
智
院
良
遍
は
、『
仁
和
寺
諸
院
家
記
（
心
蓮
院
本
）』
に
よ
る
と
越
中
守
顕
成
の
子
、
顕
輔
三
位
の
孫
で
あ
り
、
越
中
法
印
と
号

し
、
勝
遍
律
師
の
入
室
付
法
の
上
足
、
公
賢
僧
都
（
一
一
一
三
～
一
一
九
二
）
に
重
受
と
さ
れ
る）

（（
（

。
法
印
・
大
僧
都
・
東
寺
三
長
者
と
な
り
、

寛
喜
四
年
八
月
二
十
一
日
に
八
十
三
歳
で
卒
し
て
い
る
。
た
だ
し
『
尊
卑
分
脈
』
の
藤
原
顕
輔
―
顕
成
の
子
に
良
遍
は
見
ら
れ
な
い）

（（
（

。
理

智
院
は
大
御
室
（
性
信
法
親
王
、
一
〇
〇
五
～
一
〇
八
五
）
の
付
法
で
あ
る
頼
意
阿
闍
梨
の
創
建
で
、

寛
蓮
―
忍
辱
山
寛
遍
（
一
一
〇
〇
～
一
一
六
六
）
―
勝
遍
―
海
恵
―
良
遍
―
忠
遍
―
隆
澄

と
相
伝
さ
れ
て
い
る
が
、
海
恵
は
安
居
院
澄
憲
の
息
で
守
覚
の
付
法
で
あ
り
、
勝
遍
は
寛
遍
の
入
室
灌
頂
の
資
と
さ
れ
る
。
ま
た
忠
遍
・

隆
澄
は
共
に
良
遍
の
付
法
と
さ
れ
、
隆
澄
は
忠
遍
の
舎
弟
と
さ
れ
る
。『
血
脈
類
集
記
』
に
は
付
法
の
弟
子
に
忠
遍
・
真
遍
・
恵
深
・
恵
遍
・

長
玄
・
隆
澄
・
能
親
・
賢
遍
・
清
厳
・
成
宗
・
道
厳
・
能
舜
・
範
遍
・
教
雲
・
宮
法
印
（
道
守
）・
重
尋
・
教
禅
を
上
げ
る）

（（
（

。

ま
た
『
血
脈
類
集
記
』
に
よ
れ
ば
、
覚
禅
大
法
師
（
金
胎
房
）
は
貞
応
二
年
（
一
二
二
三
）
十
二
月
十
八
日
に
二
十
五
歳
で
真
乗
院
僧

正
覚
教
か
ら
灌
頂
受
法
し
て
い
る）

（（
（

。
覚
教
は
喜
多
院
御
室
守
覚
法
親
王
の
付
法
で
あ
り
、
成
海
に
替
わ
っ
て
光
台
院
御
室
道
助
法
親
王
代

に
別
当
を
勤
め
て
い
る
。
従
っ
て
血
脈
は

守
覚
―
覚
教
―
教
禅

と
い
う
御
流
の
相
承
と
な
る
。
た
だ
こ
れ
に
よ
れ
ば
生
年
は
正
治
元
年
（
一
一
九
九
）
と
な
り
、
他
の
記
録
と
異
な
る
。
逆
に
建
久
三
年

一
六
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の
生
れ
と
す
る
と
貞
応
二
年
は
三
十
二
歳
（
建
久
四
年
と
す
れ
ば
三
十
一
歳
）
と
な
る
。
他
の
受
者
の
年
齢
か
ら
考
え
て
も
二
十
五
歳
は

早
す
ぎ
る
よ
う
に
思
わ
れ
（
御
室
・
法
親
王
・
藤
氏
長
者
の
子
弟
な
ど
は
若
く
し
て
受
法
す
る
が
、
そ
の
他
は
設
え
上
級
貴
族
の
子
弟
で

も
二
十
代
で
の
受
法
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
）、『
血
脈
類
集
記
』
に
お
け
る
年
齢
記
載
が
間
違
っ
て
い
る
可
能
性
は
高
い
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
こ
こ
に
は
法
眼
と
あ
り
、
他
の
記
録
で
は
法
印
と
な
っ
て
い
る
が
、
覚
教
か
ら
の
受
法
の
時
が
早
い
た
め
に
ま
だ
法
眼
で
あ
り
、
他

の
記
録
の
時
は
年
齢
を
重
ね
て
法
印
に
昇
っ
て
い
た
と
考
え
て
差
し
支
え
な
い
。『
伝
灯
広
録
』
に
覚
禅
を
覚
瑜
の
兄
と
す
る
の
は）

（（
（

、『
野

沢
血
脈
集
』
や
『
血
脈
鈔
・
沢
』
に
「
舎
弟
覚
瑜
法
印
」
な
ど
と
あ
る
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
は
覚
瑜
の
舎
弟
の
意
味
に

解
す
べ
き
で
あ
る
。
確
か
に
覚
禅
と
い
う
名
前
は
、
今
の
少
将
法
印
金
胎
房
覚
禅
以
外
に
、
宮
僧
正
覚
源
（
一
〇
〇
〇
～
一
〇
六
五
）
付

法
の
嵯
峨
僧
都
覚
禅
（
生
没
年
不
明
）
や
『
覚
禅
鈔
』
作
者
の
勧
修
寺
浄
土
院
少
納
言
阿
闍
梨
覚
禅
（
一
一
四
三
～
一
二
一
三
～
？
）
な

ど
複
数
が
お
り
、『
伝
灯
広
録
』
な
ど
で
混
同
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
注
意
す
べ
き
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
夫
々
に
活
躍
の
時

代
や
場
所
（
寺
家
）
な
ど
が
異
な
る
。
今
の
金
胎
房
教
禅
と
金
胎
房
覚
禅
と
は
、
記
録
に
よ
っ
て
多
少
の
年
齢
の
差
違
は
あ
る
も
の
の
、

同
じ
仁
和
寺
の
中
に
お
い
て
、
出
自
に
お
い
て
共
に
成
海
法
眼
の
真
弟
子
と
さ
れ
、
化
名
（
房
号
）
に
お
い
て
同
じ
金
胎
房
を
称
し
、
法

脈
に
お
い
て
も
同
じ
大
伝
法
院
流
の
相
承
者
で
、
所
職
に
お
い
て
真
光
院
々
主
、
大
伝
法
院
座
主
と
そ
の
記
録
が
一
致
し
て
い
る
。
ど
ち

ら
に
し
て
も
、
隆
海
―
覚
尋
と
の
関
係
（
世
系
に
お
け
る
家
隆
流
の
一
族
と
し
て
の
）、
或
い
は
大
伝
法
院
流
の
相
承
、
大
伝
法
院
座
主

職
へ
の
補
任
と
い
っ
た
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
金
胎
房
教
禅
と
金
胎
房
覚
禅
と
は
同
一
と
す
べ
き
で
あ
る
。
覚
禅
か
ら
教
禅
へ
変
え
た

か
、
教
禅
か
ら
覚
禅
へ
改
名
し
た
か
で
あ
る
が
、
早
い
受
法
記
事
で
覚
禅
（
法
眼
）
で
あ
る
こ
と
、
後
の
記
録
で
は
教
禅
法
印
と
な
っ
て

い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
初
名
を
覚
禅
と
い
い
、
後
に
教
禅
と
改
め
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
覚
禅
の
「
覚
」
は
師
覚
教
の
「
覚
」

か
、
或
い
は
叔
父
で
あ
り
師
で
あ
る
覚
尋
、
兄
の
覚
瑜
と
共
通
す
る｢
覚｣

で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
或
い
は
同
時
代
の
先
輩
に
勧

修
寺
浄
土
院
の
覚
禅
が
あ
り
、
同
名
で
あ
る
こ
と
を
避
け
る
た
め
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
か
な
り
若
い
頃
の
改
名
の
可
能
性
も
考
慮
さ
れ

る
。
実
際
に
そ
の
改
名
が
何
時
、
ど
の
よ
う
な
理
由
で
な
さ
れ
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
に
考
え
て
お
き
た
い
。
ま
た
こ
の
教

禅
（
覚
禅
）
に
つ
い
て
は
風
間
弘
盛
氏
に
よ
る
專
論）

（（
（

が
あ
り
、
大
伝
法
院
流
の
金
胎
房
覚
禅
と
真
光
院
教
禅
が
同
一
人
で
あ
る
こ
と
と
覚

一
七
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瑜
の
弟
で
あ
る
こ
と
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
父
成
海
の
評
価
や
没
年
の
推
定
な
ど
、
拙
論
と
相
違
す
る
。
覚
禅
か
ら
教
禅
へ
の
改

名
時
期
を
貞
永
元
年
良
遍
よ
り
受
法
し
た
折
り
と
す
る
点
も
、
具
体
的
な
証
拠
は
乏
し
い
。

と
こ
ろ
で
覚
禅
（
教
禅
）
の
師
で
あ
る
理
智
院
良
遍
と
真
乗
院
僧
正
覚
教
で
あ
る
が
、
良
遍
に
つ
い
て
は
先
に
見
た
ご
と
く
で
あ
る
。

真
乗
院
僧
正
覚
教
（
一
一
六
七
～
一
二
四
二
）
は
、
左
大
臣
実
房
（
一
一
四
七
～
一
一
二
五
）
の
息
、
喜
多
院
御
室
守
覚
の
付
法
で
、
先

に
覚
教
が
建
保
七
年
三
月
二
十
九
日
に
経
寛
阿
闍
梨
に
灌
頂
を
授
け
た
記
録
に
、
覚
瑜
・
教
禅
の
父
で
あ
る
法
眼
成
海
の
名
前
が
布
施
取

り
に
見
ら
れ
る
こ
と
、『
光
台
院
御
室
伝
』
で
は
覚
教
法
印
が
別
当
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
御
室
の
代
替
わ
り
に
伴
い
、
成
海
の
次

の
別
当
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
た
が
、
建
暦
二
（
一
二
一
二
）
年
の
光
台
院
御
室
道
助
（
一
一
九
五
～
一
二
四
九
）
の
「
高
野

御
山
籠
時
吉
書
事
」
に
見
ら
れ
る
の
が
別
当
と
し
て
は
最
初
の
よ
う
で
あ
る）

（（
（

。
真
乗
院
初
代
印
性
権
僧
正
の
入
室
の
弟
子
で
、
守
覚
の
付

法
の
一
人
で
あ
る
。
真
乗
院
は
覚
教
―
房
円
―
奝
助
と
相
伝
さ
れ
る
が
、
房
円
・
奝
助
共
に
覚
教
の
付
法
で
あ
り
、
奝
助
は
覚
教
の
甥
実

親
の
子
に
当
た
る
。
覚
教
は
建
久
五
（
一
一
九
四
）
年
に
法
眼
、
正
治
二
（
一
二
〇
〇
）
年
権
少
僧
都
、
元
久
元
（
一
二
〇
四
）
年
権
大

僧
都
、承
久
三（
一
二
二
一
）年
に
東
寺
三
長
者
に
補
さ
れ
る
も
定
豪
・
真
恵
に
越
さ
れ
、嘉
禄
二（
一
二
二
六
）年
僧
正
、延
応
元（
一
二
三
九
）

年
に
第
五
十
三
代
東
寺
長
者
と
な
り
、
大
僧
正
へ
転
じ
、
翌
仁
治
元
（
一
二
四
〇
）
年
に
辞
し
て
い
る
。
ま
た
道
助
の
御
修
法
に
多
く
伴

僧
を
勤
め
、
寛
喜
元
（
一
二
二
九
）
年
の
孔
雀
経
法
に
も
伴
僧
と
し
て
出
仕
し
て
お
り
、
東
寺
三
・
四
長
者
と
な
っ
て
も
道
助
に
仕
え
て

い
た
と
見
ら
れ
る
。『
諸
流
灌
頂
秘
蔵
鈔
』
に
よ
れ
ば
覚
禅
は
覚
教
か
ら
の
法
脈
（
仁
和
寺
真
乗
院
方
）
を
豪
信
（
頼
瑜
）
に
授
け
て
い

る
。
同
時
に
覚
教
か
ら
直
接
に
頼
瑜
へ
授
け
た
血
脈
も
上
げ
ら
れ
て
い
る）

（（
（

。
覚
禅
を
飛
ば
し
て
覚
教
か
ら
頼
瑜
へ
繋
が
る
血
脈
と
い
う
の

は
、
覚
教
の
没
年
に
頼
瑜
は
ま
だ
十
七
歳
で
あ
り
信
じ
が
た
い
。
ま
た
こ
こ
で
覚
禅
か
ら
経
瑜
を
経
ず
に
頼
瑜
へ
授
け
ら
れ
た
血
脈
の
あ

る
こ
と
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。

ま
た
大
伝
法
院
流
証
印
方
の
相
承
で
あ
る
が
、
田
中
悠
文
氏
の
指
摘
さ
れ
た

覚
鑁
―
証
印
―
玄
証
―
房
海
―
覚
禅
―
経
瑜
―
頼
瑜

に
対
し
て
『
諸
流
灌
頂
秘
蔵
鈔
』
で
は

一
八
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と
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
『
醍
醐
寺
文
書
』
中
「
本
朝
伝
法
潅
頂
師
資
相
承
血
脈
」
に
は
、
覚
鑁
か
ら
は

覚
鑁
―
兼
海
―
隆
海
―
覚
尋

と
さ
れ
る
の
み
で
、
覚
尋
ま
で
で
止
ま
り
、
覚
禅
に
は

真
誉
―
証
印
―
玄
証
―
房
海
―
覚
禅

と
い
う
系
譜
を
上
げ
る）

（（
（

。
証
印
か
ら
覚
禅
ま
で
は
田
中
氏
の
上
げ
ら
れ
た
大
伝
法
院
流
証
印
方
と
同
じ
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
真
誉
に
繋

が
る
こ
と
は
、
大
伝
法
院
流
で
は
な
く
、
持
明
院
流
の
血
脈
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
逆
に
言
え
ば
、
覚
禅
に
は
大
伝
法
院
流
の
系
譜
が
上

げ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
ま
た
『
諸
流
灌
頂
秘
蔵
鈔
』
に
は
、
証
印
方
の
血
脈
の
中
に
禅
心
房
定
意
阿
闍
梨
―
覚
流
房
実
詮
大

法
師
の
二
人
が
入
っ
て
い
る
。
観
想
房
房
海
（
一
一
六
一
～
一
二
三
七
）
に
つ
い
て
は
、
上
乗
房
阿
闍
梨
静
聖
（
賢
信
、
一
一
一
八
～

一
一
八
七
、
ま
た
中
将
阿
闍
梨
）
の
付
法
に
も
見
え
る
房
海
で
あ
ろ
う
。
醍
醐
寺
蔵
「
密
厳
院
院
主
補
任
次
第）

（（
（

」
に
よ
れ
ば
、
嘉
禎
二
年

（
一
二
三
六
）
七
月
に
第
八
代
密
厳
院
院
主
に
補
任
さ
れ
、
翌
三
年
二
月
十
日
に
七
十
七
歳
で
入
滅
し
て
い
る
。
中
将
阿
闍
梨
と
称
さ
れ

た
と
さ
れ
る
が
、出
自
等
、詳
し
く
は
分
か
ら
な
い
。
定
意
に
つ
い
て
は
、済
暹
付
法
の
中
に
定
意
が
見
ら
れ
る
が
、年
代
的
に
相
違
す
る
。

智
定
房
雅
西
（
？
～
一
二
〇
一
）
付
法
に
も
定
意
の
名
が
見
ら
れ
、「
丹
波
前
守
入
道
、
賢
海
僧
正
兄
弟
」
と
さ
れ
る
。
金
剛
王
院
権
僧

正
賢
海
（
一
一
六
二
～
一
一
三
七
）
の
兄
弟
と
す
る
と
讃
岐
三
位
藤
原
俊
盛
の
息
と
な
り
、
丹
波
入
道
帰
阿
こ
と
藤
原
盛
実
（
一
一
六
〇

～
一
二
二
六
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
が）

（（
（

、
そ
れ
で
は
覚
禅
よ
り
も
二
十
歳
近
い
年
下
と
な
り
、
些
か
考
え
が
た
い
。
ま
た
実
詮
に
つ
い
て

も
史
料
が
無
い
。
仁
証
の
付
法
の
中
に
侍
従
律
師
成
遍
と
共
に
相
模
已
講
寛
詮
阿
闍
梨
が
い
る
。
成
遍
が
成
海
で
あ
る
か
否
か
は
別
に
し

て
も
、
成
遍
と
成
海
と
が
共
に
成
隆
息
と
さ
れ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
成
海
の
息
で
あ
る
覚
禅
に
授
法
す
る
実
詮
と
仁
証
付
法
の
寛
詮
は

時
代
的
に
矛
盾
は
し
な
い
。
し
か
し
字
形
の
似
て
い
る
こ
と
以
外
に
、
実
詮
が
寛
詮
の
誤
写
（
同
一
人
物
）
で
あ
る
可
能
性
を
示
す
資
料

も
無
い
。
ま
た
田
中
氏
の
上
げ
る
文
応
二
年
正
月
十
三
日
の
真
空
か
ら
頼
瑜
が
受
法
し
た
証
印
方
血
脈
に
は

一
九

覚
鑁

証
印

玄
証

房
海

定
意

実
詮

真
空
上
人

頼
瑜

覚
禅

経
瑜

頼
瑜
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覚
鑁
―
証
印
―
玄
証
―
房
海
―
定
意
―
実
証
―
真
空
―
頼
瑜

と
さ
れ
る
が
、
こ
の
定
意
―
実
証
は
今
の
定
意
―
実
詮
で
あ
る
か
ら
、『
諸
流
灌
頂
秘
蔵
鈔
』
の
「
実
詮
」
が
「
実
証
」
の
間
違
い
で
あ

る
可
能
性
は
あ
る
が
、
実
証
に
つ
い
て
も
検
索
で
き
な
い
。
ど
ち
ら
に
し
て
も
房
海
か
ら
覚
禅
・
真
空
の
間
に
入
る
定
意
・
実
詮
の
二
人

に
つ
い
て
は
、
明
ら
か
で
は
な
い
。

ま
た
小
林
崇
仁
氏
も
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が）

（（
（

、『
諸
流
灌
頂
秘
蔵
鈔
』
に
は

実
範
（
蓮
光
房
）
―
朝
誉
（
光
明
山
／
理
教
房
）
―
明
遍
―
覚
禅
（
禅
定
院
／
金
胎
房
）
―
経
瑜
（
仁
和
寺
／
二
位
法
印）

（（
（

）

と
い
う
相
承
を
載
せ
て
い
る
。
実
範
は
興
福
寺
を
隠
遁
し
て
南
山
城
中
川
に
成
身
院
を
開
い
た
中
川
少
将
上
人
蓮
光
房
実
範
（
～

一
一
四
四
）
の
こ
と
で
、
覚
鑁
と
ほ
ぼ
同
時
代
の
真
言
・
法
相
兼
学
僧
で
あ
る
が
、
真
言
密
教
関
係
の
著
作
が
多
く
、
戒
律
復
興
運
動
に

お
い
て
も
知
ら
れ
て
い
る）

（（
（

。
ま
た
光
明
山
の
理
教
房
朝
誉
と
は
、東
大
寺
楞
伽
院
大
法
師
重
誉
（
～
一
一
三
九
～
一
一
四
三
）
の
こ
と
で
、

東
大
寺
東
南
院
の
三
論
宗
・
真
言
宗
兼
学
僧
で
あ
る
が
、
真
言
宗
関
係
の
著
作
と
し
て
教
相
の
『
秘
宗
教
相
鈔
』
と
事
相
の
口
決
集
で
あ

る
『
密
宗
深
密
鈔
』
が
あ
る
。『
真
俗
雑
記
』
に
は
光
明
山
の
義
を
引
く
が
、
こ
の
『
密
宗
深
密
鈔
』
か
ら
の
引
用
か
と
思
わ
れ
る
。
ま

た
こ
こ
に
見
ら
れ
る
明
遍
は
東
大
寺
東
南
院
の
空
阿
弥
陀
仏
大
僧
都
明
遍
（
一
一
四
二
～
一
二
二
四
）
で
あ
ろ
う
。
明
遍
は
信
西
入
道
藤

原
通
憲
（
一
一
〇
六
～
一
一
五
九
）
の
息
で
あ
り
、
兄
弟
に
醍
醐
寺
座
主
覚
洞
院
勝
賢
（
一
一
三
八
～
一
一
九
六
）・
安
居
院
法
印
大
僧

都
澄
憲
（
一
一
二
六
～
一
二
〇
三
）・
興
福
寺
宝
積
院
僧
正
覚
憲
（
一
一
三
一
～
一
二
一
二
）
な
ど
、
そ
の
他
一
族
に
は
多
く
の
著
名
な

出
家
者
が
い
る
が
、
今
は
省
略
す
る
。
た
だ
し
通
憲
息
の
仁
和
寺
僧
と
し
て
は
広
隆
寺
別
当
法
眼
寛
敏
、
孫
と
し
て
は
成
範
息
の
石
山
寺

中
納
言
僧
都
範
賢
（
一
一
六
四
～
一
二
一
六
～
）、
修
範
息
の
嘉
祥
寺
別
当
法
眼
範
雅
、
澄
憲
息
の
紫
金
台
寺
僧
都
海
恵
（
一
一
七
二
～

一
二
〇
七
）
と
理
覚
な
ど
が
い
る
。
殊
に
海
恵
は
守
覚
付
法
と
し
て
家
隆
流
の
僧
と
共
に
御
室
の
御
修
法
に
出
仕
し
て
い
る
。

こ
の
実
範
方
の
血
脈
の
中
で
金
胎
房
覚
禅
が
禅
定
院
と
さ
れ
る
こ
と
は
、
高
野
山
禅
定
院
を
叔
父
の
覚
尋
か
ら
相
伝
し
た
も
の
と
思
わ

れ
る
。
ま
た
明
遍
と
覚
禅
の
接
点
に
つ
い
て
は
、
明
遍
の
兄
弟
で
あ
る
修
範
の
息
の
嘉
祥
寺
別
当
法
印
範
雅
、
澄
賢
の
息
の
海
恵
僧
都
・

理
覚
な
ど
が
仁
和
寺
僧
で
あ
る
こ
と
が
関
係
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

二
〇
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ま
た
明
遍
は
禅
林
寺
大
納
言
法
印
静
遍
（
一
一
六
五
～
一
二
二
三
）
に
灌
頂
を
授
け
て
お
り
、『
血
脈
類
集
記
』
の
宗
意
（
一
〇
七
四

～
一
一
四
八
）
付
法
の
裏
書
に

等
と
い
う
血
脈
を
上
げ
る）

（（
（

。
先
の
血
脈
と
は
重
誉
と
明
恵
が
相
違
す
る
が
、
や
は
り
実
範
方
の
血
脈
を
明
遍
が
伝
え
、
こ
れ
を
静
遍
に
伝

え
て
い
る
。
ま
た
静
遍
は
『
血
脈
類
集
記
』
の
覚
洞
院
勝
賢
の
付
法
の
中
に
も
見
え
、
文
治
四
（
一
一
八
八
）
年
十
月
十
一
日
に
受
法

し
て
い
る）

（（
（

。
大
納
言
と
号
し
、
平
大
納
言
頼
盛
息
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
勝
賢
と
明
遍
と
い
う
兄
弟
か
ら
の
受
法
に
は
何
ら
か
の
関
係
が

あ
っ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
ま
た
仁
隆
に
も
元
久
元
年
（
一
二
〇
四
）
十
月
八
日
に
三
十
九
歳
で
灌
頂
受
法
し
て
お
り
「
静
遍
律
師　

年
三
十
九
。
大
納
言
大
僧
都
。
禅
林
寺
。
大
納
言
平
頼
盛
息
。
貞
応
三
年
四
月
二
十
日
卒
。
五
十
五
」
と
さ
れ
る）

（（
（

。
従
っ
て
そ
の
血
脈
は

守
覚
―
仁
隆
―
静
遍

と
な
る
。『
尊
卑
分
脈）

（（
（

』
に
池
大
納
言
平
頼
盛
（
一
一
三
三
～
一
一
八
六
）
の
息
と
し
て
静
遍
が
見
え
、
仁
和
寺
・
大
僧
都
と
さ
れ
る
。

頼
盛
は
八
条
院
と
の
関
係
が
深
く
、
八
条
院
女
房
を
妻
（
生
没
年
未
検
）
と
し
て
い
る
。
ま
た
源
頼
朝
と
も
良
好
で
あ
っ
た
と
さ
れ

る
。
静
遍
は
権
少
僧
都
尊
寿
院
定
遍
（
一
一
三
三
～
一
一
八
五
）
大
阿
の
寿
永
二
（
一
一
八
三
）
年
と
元
暦
二
（
一
一
八
五
）
年
の
後
七

日
御
修
法
に
舎
利
守
と
し
て
出
仕
し
て
い
る
こ
と
か
ら
定
遍
入
室
の
弟
子
と
さ
れ
る
が）

（（
（

、
ま
た
勝
賢
大
阿
の
建
久
三
（
一
一
九
二
）
年

後
七
日
御
修
法
に
も
舎
利
守
を
勤
め
て
お
り
、
単
純
に
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
建
久
の
頃
に
定
遍
付
法
の
能
遍
（
一
一
五
二
～

一
二
〇
六
）・
宗
遍
（
一
一
五
三
～
一
一
九
八）

（（
（

）
が
や
は
り
勝
賢
よ
り
灌
頂
受
法
し
て
お
り
、
宗
遍
は
定
遍
の
弟
で
も
あ
る
。
ま
た
醍
醐

寺
座
主
元
海
（
一
〇
九
三
～
一
一
五
六
）・
法
勝
寺
上
座
寛
雅
は
定
遍
・
宗
遍
の
叔
父
で
あ
り
、
法
勝
寺
執
行
権
大
僧
都
俊
寛
（
一
一
四
三

～
一
一
七
九
）
は
寛
雅
の
息
、
定
遍
・
宗
遍
の
従
兄
弟
と
な
る
が
、『
尊
卑
分
脈
』
に
よ
れ
ば
平
頼
盛
の
妻
八
条
院
女
房
大
納
言
局
、
即

ち
静
遍
の
母
は
俊
寛
の
女
と
さ
れ
る）

（（
（

。
即
ち
静
遍
が
定
遍
に
入
室
し
た
の
は
、
母
の
血
族
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
か
。
定
遍
は
忍
辱
山
寛

二
一

実
範

明
恵

明
遍

静
遍

慶
雅

朗
澄

親
厳

興
然
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遍
（
一
一
〇
〇
～
一
一
六
六
）
の
付
法
で
あ
り
、
仁
和
寺
尊
寿
院
を
寛
遍
よ
り
相
伝
し
て
い
る）

（（
（

。
静
遍
の
定
遍
か
ら
の
付
法
の
記
録
は
見

ら
れ
な
い
も
の
の
（
定
遍
入
滅
時
に
静
遍
は
ま
だ
二
十
一
歳
で
あ
っ
た
）、
兄
弟
子
で
あ
る
能
遍
・
宗
遍
が
勝
賢
に
受
法
し
た
こ
と
か
ら
、

こ
の
時
期
に
入
室
で
は
な
い
静
遍
が
勝
賢
の
舎
利
守
を
勤
め
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
静
遍
が
勝
賢
に
受
法
し
た
の
も
、

静
遍
―
母
（
大
納
言
局
）
―
定
遍
（
入
室
の
師
）
―
元
海

と
い
う
血
縁
の
関
係
を
経
て
、

元
海
―
廟
僧
都
実
運
（
一
一
〇
五
～
一
一
六
〇
）
―
勝
賢

と
い
う
法
脈
に
連
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
後
に
静
遍
は
仁
隆
か
ら
灌
頂
受
法
し
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
伴
僧
と
し
て
成
遍
・
仁

恵
が
出
仕
し
て
い
る
。
受
法
年
齢
等
か
ら
し
て
も
、
静
遍
は
定
遍
か
ら
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
御
室
の
法
脈
を
仁
隆
か
ら
受
け
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
こ
れ
を
主
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
仁
隆
は
守
覚
の
付
法
で
東
寺
三
長
者
に
上
っ
て
い
る
が
、
隆
海
の
兄
で
あ
る
成
隆
の
息
、

成
海
・
覚
尋
の
兄
弟
で
あ
っ
て
、
そ
の
点
か
ら
も
静
遍
と
家
隆
一
門
と
の
関
係
を
伺
う
こ
と
が
で
き
る
。
覚
禅
の
明
遍
か
ら
の
受
法
に
お

い
て
も
、
家
隆
流
（
隆
海
一
族
）
と
静
遍
、
八
条
院
と
の
関
係
が
考
え
ら
れ
、
静
遍
が
明
遍
と
覚
禅
と
を
繋
い
だ
可
能
性
が
予
想
さ
れ
る

の
で
あ
っ
て
、
静
遍
の
高
野
山
隠
遁
に
お
け
る
大
伝
法
院
の
存
在
が
推
測
さ
れ
る
。
静
遍
は
浄
土
宗
門
の
伝
承
に
よ
れ
ば
、
法
然
房
源
空

（
一
一
三
三
～
一
二
一
二
）
の
『
選
択
集
』
を
読
ん
で
帰
依
し
、源
空
を
自
分
の
前
の
禅
林
寺
住
職
と
し
、源
空
の
弟
子
の
証
空
（
一
一
七
七

～
一
一
二
四
）
へ
禅
林
寺
を
譲
っ
て
、
そ
れ
よ
り
禅
林
寺
は
専
修
念
仏
の
寺
に
な
っ
た
と
伝
え
て
い
る
が
、
禅
林
寺
は
鎌
倉
以
降
も
真
言

宗
寺
院
と
し
て
の
活
動
が
記
録
さ
れ
、
室
町
期
以
降
に
浄
土
宗
徒
に
占
有
さ
れ
て
以
降
に
作
ら
れ
た
縁
起
の
説
と
考
え
ら
れ
る
。
叡
山
衆

徒
と
違
っ
て
真
言
宗
徒
（
空
海
門
流
と
し
て
の
東
寺
僧
）
に
は
源
空
に
対
す
る
親
近
感
を
示
す
も
の
が
あ
る
が
、
後
世
に
作
ら
れ
た
伝
承

と
歴
史
的
事
実
と
を
混
同
し
て
は
な
ら
な
い
。
静
遍
の
撰
述
と
さ
れ
る
『
続
選
択
文
義
要
』
の
解
釈
に
つ
い
て
も
、
よ
り
客
観
的
に
検
証

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
そ
れ
自
体
が
正
し
く
静
遍
の
著
作
で
あ
る
か
否
か
の
検
証
も
更
に
必
要
と
考
え
る
。

二
二
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八
、
お
わ
り
に

以
上
、
初
期
の
大
伝
法
院
座
主
。
大
伝
法
院
流
血
脈
に
見
ら
れ
る
家
隆
一
門
（
隆
海
一
族
）
の
僧
に
つ
い
て
見
て
き
た
が
、
在
地
の
出

身
で
し
か
な
い
覚
鑁
の
開
い
た
大
伝
法
院
の
座
主
職
を
上
級
貴
族
出
身
者
が
占
め
た
の
は
隆
海
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
家
隆

一
門
（
隆
海
一
族
）
の
僧
が
大
伝
法
院
座
主
職
を
襲
い
、
更
に
は
三
河
僧
正
行
遍
・
忍
辱
山
弁
僧
正
定
豪
・
真
光
院
大
僧
正
禅
助
な
ど
東

寺
長
者
と
な
っ
た
僧
が
大
伝
法
院
座
主
と
な
る
重
職
と
な
っ
た
。
隆
海
一
族
出
身
者
は
東
寺
一
長
者
に
な
っ
て
は
い
な
い
が
（
仁
隆
が
三

長
者
に
な
っ
て
い
る
）、
守
覚
法
親
王
を
中
心
と
し
た
歴
代
御
室
と
の
関
係
の
中
で
、
仁
和
寺
僧
と
し
て
活
躍
し
て
い
る
。
覚
鑁
に
せ
よ

兼
海
に
せ
よ
、
い
く
ら
上
皇
・
女
院
の
帰
依
を
篤
く
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
大
伝
法
院
座
主
職
が
そ
れ
程
の
重
職
と
な
る
こ
と

は
な
い
で
あ
ろ
う
。
隆
海
が
座
主
と
な
り
、
そ
の
一
族
に
相
伝
し
た
こ
と
は
、
御
室
の
配
下
に
お
け
る
上
級
貴
族
出
身
の
有
力
な
僧
が
大

伝
法
院
座
主
と
な
る
契
機
と
な
っ
た
と
言
え
、
そ
の
こ
と
が
高
野
山
上
に
お
け
る
御
室
の
代
理
者
と
し
て
の
大
伝
法
院
座
主
と
い
う
存
在

を
、
実
質
的
に
成
立
さ
せ
る
も
の
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
隆
海
の
座
主
補
任
の
意
味
は
大
き
か
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

註
（1）
大
半
の
血
脈
に
お
い
て
兼
海
の
付
法
に
は
隆
海
一
人
し
か
記
録
さ
れ
な
い
が
『
高
野
山
先
哲
灌
頂
記
録
』
に
は
「
院
主
上
人
兼
海
（
上

法
房
）
真
誉
闍
梨
入
壇
の
資
。
理
性
房
、
之
れ
に
重
受
す
」
と
さ
れ
る
兼
海
の
付
法
と
し
て
、
法
印
隆
海
と
共
に
上
人
円
意
（
大
法

房
）
と
あ
る
（『
高
野
山
先
哲
灌
頂
記
録
』『
続
真
言
宗
全
書
』
第
四
一
号
一
一
頁
下
）。
こ
の
大
法
房
円
意
は
西
行
法
師
大
本
房
円

位
（
一
一
一
八
～
一
一
九
〇
）
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
拙
論
「
西
行
と
大
伝
法
院
・
仁
和
寺
」『
広
川
堯
敏

先
生
古
稀
記
念
論
文
集
』（
平
成
26
年
予
定
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（2）
坂
本
正
仁「
醍
醐
寺
所
蔵
大
伝
法
院
関
係
諸
職
の
補
任
次
第
に
つ
い
て
―
―
紹
介
と
翻
刻
―
―
」『
豊
山
教
学
大
会
紀
要
』第
16
号（
昭

二
三
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和
63
年
）。

（3）
『
続
真
言
宗
全
書
』
第
二
十
五
巻
七
八
頁
上
―
下
。

（4）
拙
論
「
真
光
院
経
瑜
を
め
ぐ
っ
て
」
大
正
大
学
綜
合
仏
教
研
究
所
『
真
俗
雑
記
問
答
鈔
』
翻
刻
・
校
訂
研
究
会
編
『
頼
瑜
撰
『
真
俗

雑
記
問
答
鈔
』
の
研
究
』
ノ
ン
ブ
ル
社
（
平
成
25
年
予
定
）。

（5）
『
真
言
宗
全
書
』
第
三
九
巻
四
三
二
頁
下
―
四
三
三
頁
下
。

（6）
『
諸
流
灌
頂
秘
蔵
鈔
』『
真
言
宗
全
書
』
第
二
七
巻
三
五
一
頁
下
。

（7）
『
諸
流
灌
頂
秘
蔵
鈔
』『
真
言
宗
全
書
』
第
二
七
巻
三
五
七
頁
下
。

（8）
『
諸
流
灌
頂
秘
蔵
鈔
』『
真
言
宗
全
書
』
第
二
七
巻
三
五
八
頁
上
。

（9）
『
諸
流
灌
頂
秘
蔵
鈔
』『
真
言
宗
全
書
』
第
二
七
巻
三
五
八
頁
下
。

（10）
「
本
朝
伝
法
潅
頂
師
資
相
承
血
脈
」『
大
日
本
古
文
書
』
家
わ
け
第
十
九
「
醍
醐
寺
文
書
之
一
」
三
八
一
―
三
八
三
頁
。

（11）
『
仁
和
寺
諸
院
家
記
（
群
書
類
従
本
）』『
群
書
類
従
』
第
四
輯
六
八
八
頁
上
。（
心
蓮
院
本
）『
仁
和
寺
史
料
』「
寺
誌
編
」
一
・

一
五
四
―
一
五
五
頁
。

（12）
『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
61
『
尊
卑
分
脈
』
第
一
篇
四
〇
八
頁
。

（13）
「
大
伝
法
院
座
主
補
任
次
第
」『
続
群
書
類
従
』
第
四
輯
下
・
五
四
七
頁
下
。

（14）
『
血
脈
類
集
記
』『
真
言
宗
全
書
』
第
三
九
巻
一
五
二
頁
上
。

（15）
『『
仁
和
寺
諸
院
家
記
（
恵
山
本
）』
仁
和
寺
史
料
』「
寺
誌
編
」
一
・
三
〇
七
頁
。

（16）
「
菩
提
心
院
供
養
請
状
」「
菩
提
心
院
供
養
日
記
」「
菩
提
心
院
供
養
願
文
」『
根
来
要
書
』『
興
教
大
師
伝
記
史
料
全
集
』「
史
料
」

一
〇
九
五
―
一
一
〇
三
頁
。

（17）
長
寛
三
年
（
一
一
六
五
）
七
月
四
日
の
菩
提
心
院
へ
下
さ
れ
た
太
政
官
牒
「
香
登
事
」（『
根
来
要
書
』『
興
教
大
師
伝
記
史
料
全
集
』

「
史
料
」
九
三
三
―
九
三
五
頁
）
に
は
「
当
御
願
寺
は
鳥
羽
禅
定
法
皇
の
奉
為
に
故
美
福
門
院
、
殊
に
精
誠
を
致
さ
れ
建
立
せ
令
め

二
四
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給
ふ
所
な
り
。
彼
の
仏
供
人
供
用
途
の
料
は
当
庄
を
以
て
永
代
を
限
り
寄
進
せ
令
め
給
ふ
に
擬
せ
ら
る
の
間
、
他
界
へ
遷
化
せ
令
め

給
ふ
の
刻
、
八
条
院
、
故
女
院
仰
せ
置
き
の
旨
に
任
せ
て
御
首
を
渡
せ
奉
被
れ
、
且
く
庁
御
下
文
を
成
し
、
寄
進
せ
令
め
給
ひ
已
畢

ぬ
」
と
あ
り
、
建
久
四
（
一
一
九
三
）
年
「
八
条
院
庁
御
下
文
」（『
根
来
要
書
』『
興
教
大
師
伝
記
史
料
全
集
』「
史
料
」
九
三
八
―

九
三
九
頁
）
に
は
「
八
条
院
御
相
伝
の
後
、
美
福
門
院
の
御
素
懷
に
依
て
永
く
当
山
へ
寄
進
せ
被
れ
已
畢
ぬ
」
と
あ
っ
て
、
美
福
門

院
薨
去
の
後
に
遺
言
に
よ
っ
て
八
条
院
の
寄
進
し
た
こ
と
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
永
治
元
年
（
一
一
四
一
）
八
月
四
日
付
け
の
太
政
官

符
「
永
治
官
符
香
登
高
田
事
」（『
根
来
要
書
』『
興
教
大
師
伝
記
史
料
全
集
』「
史
料
」
八
八
八
―
八
八
九
頁
）
に
は
香
登
・
高
田
二

庄
の
国
役
を
免
ぜ
し
め
る
事
が
沙
汰
さ
れ
て
い
る
が
、美
福
門
院
の
薨
去
は
永
暦
元
年
（
一
一
六
〇
）
十
一
月
二
十
三
日
）
で
あ
り
、

こ
こ
に
は
「
無
品
暲
子
内
親
王
御
領
二
箇
所
事
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
官
符
は
永
治
元
年
で
は
な
く
、
永
暦
二
年
（
九
月
に
改

元
し
て
応
保
元
年
）
の
も
の
で
は
な
い
か
。

（18）
『
興
教
大
師
伝
記
史
料
全
集
』「
伝
記
」
一
九
頁
・
三
五
頁
。

（19）
『
大
日
本
仏
教
全
書
』
第
一
冊
一
六
八
頁
上
。

（20）
『
御
質
抄
』
本
・
末
『
続
群
書
類
従
』
第
二
五
輯
下
「
釈
家
部
」
六
三
頁
上
―
一
〇
五
頁
上
。

（21）
『
真
俗
雑
記
問
答
鈔
』
第
十
九
巻
『
真
言
宗
全
書
』
第
三
七
巻
三
三
八
頁
上
。

（22）
『
高
野
山
先
哲
灌
頂
記
録
』
に
は
隆
海
付
法
を
二
度
出
し
、
一
度
は
静
聖
を
除
く
九
人
、
二
度
目
は
「
付
法
七
人
」
と
い
い
な
が
ら

静
聖
・
成
覚
・
覚
盛
・
静
雅
を
除
く
六
人
と
な
っ
て
い
る
（『
続
真
言
宗
全
書
』
第
四
一
巻
一
一
頁
下
。
一
二
頁
上
）。

（23）
『
野
沢
血
脈
集
』『
真
言
宗
全
書
』
第
三
九
巻
四
三
四
頁
上
。

（24）
醍
醐
寺
所
蔵
「
大
伝
法
院
座
主
補
任
次
第
」
坂
本
正
仁
「
醍
醐
寺
所
蔵
大
伝
法
院
関
係
諸
職
の
補
任
次
第
に
つ
い
て
―
―
紹
介
と

翻
刻
―
―
」『
豊
山
教
学
大
会
紀
要
』
第
16
号
（
昭
和
63
年
）。
ま
た
「
大
伝
法
院
座
主
補
任
次
第
」『
続
群
書
類
従
』
第
四
輯
下
・

五
四
八
頁
上
で
は
承
安
二
年
十
二
月
晦
日
の
補
任
と
さ
れ
る
。

（25）
『
仁
和
寺
諸
院
家
記
（
心
蓮
院
本
）』『
仁
和
寺
史
料
』「
寺
誌
編
」
一
・
三
一
六
頁
。

二
五
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（26）
「
大
伝
法
院
座
主
補
任
次
第
」『
続
群
書
類
従
』
第
四
輯
下
・
五
四
八
頁
上
。

（27）
拙
著
『
興
教
大
師
覚
鑁
聖
人
年
譜
』
ノ
ン
ブ
ル
社
（
平
成
14
年
12
月
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（28）
『
血
脈
類
集
記
』『
真
言
宗
全
書
』
第
三
九
巻
一
三
六
頁
下
。

（29）
築
島
裕
「
醍
醐
寺
蔵
本
「
伝
法
潅
頂
師
資
相
承
血
脈
」」『
醍
醐
寺
文
化
財
研
究
所
研
究
紀
要
』
第
１
号
（
昭
和53

年
）。

（30）
『
血
脈
類
集
記
』『
真
言
宗
全
書
』
第
三
九
巻
一
七
六
頁
上
―
下
。

（31）
「
八
条
女
院
令
旨
両
壇
護
摩
事
」『
根
来
要
書
』『
興
教
大
師
伝
記
史
料
全
集
』「
史
料
」
一
一
〇
四
―
一
一
〇
五
頁
。

（32）
『
根
来
要
書
』『
興
教
大
師
伝
記
史
料
全
集
』「
史
料
」
一
一
〇
六
―
一
一
〇
七
頁
。

（33）
『
根
来
要
書
』『
興
教
大
師
伝
記
史
料
全
集
』「
史
料
」
一
一
〇
五
―
一
一
〇
六
頁
。

（34）
建
久
四
（
一
一
九
三
）
年
「
八
条
院
庁
御
下
文
」（『
根
来
要
書
』『
興
教
大
師
伝
記
史
料
全
集
』「
史
料
」
九
三
八
―
九
三
九
頁
）
に

引
か
れ
る
菩
提
心
院
別
当
行
位
の
解
状
に
よ
る
と
、
平
家
が
執
権
の
時
に
、
平
重
衡
に
属
す
平
業
資
が
横
ざ
ま
に
香
登
庄
の
下
司
職

と
な
り
、
濫
行
を
致
し
、
そ
れ
よ
り
未
進
が
数
千
石
に
及
ぶ
と
さ
れ
て
い
る
。
伊
勢
平
氏
の
平
清
盛
に
よ
る
「
平
家
」
の
確
立
（
高

橋
昌
明
『
平
清
盛　

福
原
の
夢
』
第
１
章
「
権
力
へ
の
道
」
講
談
社
（
平
成
19
年
11
月
）
を
参
照
さ
れ
た
い
）
と
政
治
的
実
権
の
掌

握
以
降
、
地
方
に
お
い
て
も
平
家
郎
党
に
よ
る
荘
園
へ
の
押
妨
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

（35）
『
血
脈
類
集
記
』『
真
言
宗
全
書
』
第
三
九
巻
一
七
六
頁
上
―
下
。

（36）
『
高
野
山
先
哲
灌
頂
記
録
』『
続
真
言
宗
全
書
』
第
四
一
巻
一
二
頁
下
。

（37）
風
間
弘
盛
「
教
禅
（
覚
禅
）
に
つ
い
て
」『
真
言
宗
豊
山
派
総
合
研
究
院
紀
要
』
第
18
号
（
平
成
25
年
３
月
）
は
『
伝
灯
広
録
』
に
「
北

院
御
室
庁
務
」
と
あ
る
こ
と
を
も
っ
て
成
海
を
喜
多
院
御
室
守
覚
法
親
王
の
坊
官
と
し
、
坊
官
は
学
侶
と
違
い
、
寺
院
内
の
俗
事
的

な
約
割
を
負
う
と
し
て
、
低
い
身
分
と
す
る
が
、
江
戸
期
の
坊
官
と
上
代
の
別
当
を
混
同
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
取
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
ま
た
そ
の
別
当
在
任
も
守
覚
代
で
は
な
く
、
道
法
代
で
あ
る
。

（38）
『
御
室
相
承
記
』『
仁
和
寺
史
料
』「
寺
誌
編
」
一
・
一
一
三
頁
。

二
六
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（39）
『
御
室
相
承
記
』『
仁
和
寺
史
料
』「
寺
誌
編
」
一
・
一
一
六
頁
。

（40）
『
光
台
院
御
室
伝
』『
仁
和
寺
史
料
』「
寺
誌
編
」
二
・
二
三
一
頁
。

（41）
『
血
脈
類
集
記
』『
真
言
宗
全
書
』
第
三
九
巻
二
〇
六
頁
上
。

（42）
『
血
脈
類
集
記
』『
真
言
宗
全
書
』
第
三
九
巻
一
五
六
頁
上
―
下
。

（43）
『
仁
和
寺
諸
院
家
記
（
心
蓮
院
本
）』『
仁
和
寺
史
料
』「
寺
誌
編
」
一
・
一
五
四
頁
。

（44）
坂
本
正
仁「
醍
醐
寺
所
蔵
大
伝
法
院
関
係
諸
職
の
補
任
次
第
に
つ
い
て
―
―
紹
介
と
翻
刻
―
―
」『
豊
山
教
学
大
会
紀
要
』第16

号（
昭

和
63
年
）。

（45）
拙
論
「
高
野
山
大
伝
法
院
の
歴
史
―
―
金
剛
峰
寺
と
大
伝
法
院
の
対
立
を
中
心
に
―
―
」
智
山
伝
法
院
選
書
７
『
頼
瑜
―
―
そ
の
生

涯
と
思
想
―
―
』（
平
成
12
年
）。
ま
た
拙
著
『
興
教
大
師
覚
鑁
聖
人
年
譜
』
ノ
ン
ブ
ル
社
（
平
成
14
年
12
月
）
に
再
録
。

（46）
『
血
脈
類
集
記
』『
真
言
宗
全
書
』
第
三
九
巻
一
七
五
頁
下
。

（47）
『
血
脈
類
集
記
』『
真
言
宗
全
書
』
第
三
九
巻
一
三
四
頁
下
。

（48）
『
血
脈
類
集
記
』『
真
言
宗
全
書
』
第
三
九
巻
一
〇
一
頁
上
。

（49）
『
尊
卑
分
脈
』『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
60
『
尊
卑
分
脈
』
第
三
篇
四
七
四
―
四
七
五
頁
。

（50）
『
仁
和
寺
諸
院
家
記
（
心
蓮
院
本
）』『
仁
和
寺
史
料
』「
寺
誌
編
」
一
・
二
四
九
頁
。『
血
脈
類
集
記
』『
真
言
宗
全
書
』
第
三
九
巻

一
五
九
頁
下
。
た
だ
し
『
血
脈
類
集
記
』
の
世
毫
付
法
の
項
（『
真
言
宗
全
書
』
第
三
九
巻
一
二
六
頁
下
）
で
は
中
務
大
夫
源
弘
明

の
子
と
さ
れ
る
。

（51）
拙
論
「『
高
野
山
往
生
伝
』
の
成
立
に
つ
い
て
―
―
高
野
山
大
伝
法
院
方
と
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
―
―
」
速
水
侑
編
『
奈
良
・
平
安

仏
教
の
展
開
』
吉
川
弘
文
館
（
平
成
18
年
）。
こ
こ
で
理
覚
房
尋
蓮
が
宝
心
か
ら
受
法
し
た
と
述
べ
た
が
、
覚
尋
と
混
同
し
て
い
た

よ
う
な
の
で
訂
正
し
て
お
き
た
い
。

（52）
『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
59
『
尊
卑
分
脈
』
第
二
篇
四
九
二
頁
。

二
七
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（53）
『
血
脈
類
集
記
』『
真
言
宗
全
書
』
第
三
九
巻
一
五
六
頁
下
―
一
五
七
頁
上
・
一
九
六
頁
上
。

（54）
坂
本
正
仁「
醍
醐
寺
所
蔵
大
伝
法
院
関
係
諸
職
の
補
任
次
第
に
つ
い
て
―
―
紹
介
と
翻
刻
―
―
」『
豊
山
教
学
大
会
紀
要
』第
16
号（
昭

和
63
年
）。

（55）
忠
縁
は
、
東
寺
凡
僧
別
当
と
し
て
東
寺
舍
利
講
を
創
始
し
て
い
る
。
或
る
記
に
は
済
暹
の
瀉
瓶
、
済
延
の
入
室
と
さ
れ
る
（『
血
脈

類
集
記
』『
真
言
宗
全
書
』
第
三
九
巻
九
八
頁
下
）。

（56）
『
仁
和
寺
諸
院
家
記
（
心
蓮
院
本
）』『
仁
和
寺
史
料
』「
寺
誌
編
」
一
・
一
七
四
―
一
七
五
頁
。

（57）
『
仁
和
寺
諸
院
家
記
（
顕
証
本
）』（『
仁
和
寺
史
料
』「
寺
誌
編
」
一
・
三
四
二
―
三
四
三
頁
。『
仁
和
寺
諸
院
家
記
（
顕
証
尊
寿
院
本
）』

『
仁
和
寺
史
料
』「
寺
誌
編
」
一
・
三
九
九
頁
。

（58）
『
尊
卑
分
脈
』（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
61
『
尊
卑
分
脈
』
第
四
篇
二
二
六
頁
）
に
よ
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。

（59）
『
大
日
本
史
料
』
第
四
編
一
四
冊
六
五
一
頁
。

（60）
『
血
脈
類
集
記
』『
真
言
宗
全
書
』
第
三
九
巻
一
九
三
頁
上
。

（61）
『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
58
『
尊
卑
分
脈
』
第
一
篇
三
二
五
頁
。

（62）
『
血
脈
類
集
記
』『
真
言
宗
全
書
』
第
三
九
巻
二
〇
九
頁
上
―
下
・
二
四
二
頁
下
。

（63）
『
大
日
本
古
文
書
』
家
わ
け
文
書
「
醍
醐
寺
文
書
」
之
一
・
三
八
二
頁
。

（64）
『
仁
和
寺
諸
院
家
記
（
恵
山
書
写
本
）』『
仁
和
寺
史
料
』「
寺
誌
編
」
一
・
二
五
三
頁
。

（65）
坂
本
正
仁「
醍
醐
寺
所
蔵
大
伝
法
院
関
係
諸
職
の
補
任
次
第
に
つ
い
て
―
―
紹
介
と
翻
刻
―
―
」『
豊
山
教
学
大
会
紀
要
』第
16
号（
昭

和
63
年
）。

寛
印

円
蔵（
阿
闍
梨
・
寺
）
尊
真（
能
登
入
寺
）
長
厳

清
厳

縁
深（
朝
日
阿
闍
梨
）
賢
真（
慈
雲
房
）

道
厳（
法
印
権
大
僧
都
・
醍
）

行
円（
法
眼
・
祇
園
社
執
行
）

二
八
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（66）
『
仁
和
寺
史
料
』「
寺
誌
編
」
一
・
一
五
四
頁
。

（67）
坂
本
正
仁「
醍
醐
寺
所
蔵
大
伝
法
院
関
係
諸
職
の
補
任
次
第
に
つ
い
て
―
―
紹
介
と
翻
刻
―
―
」『
豊
山
教
学
大
会
紀
要
』第
16
号（
昭

和
63
年
）。

（68）
『
血
脈
類
集
記
』『
真
言
宗
全
書
』
第
三
九
巻
一
九
四
頁
下
。

（69）
『
仁
和
寺
史
料
』「
寺
誌
編
」
一
・
二
七
二
頁
。

（70）
『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
58
『
尊
卑
分
脈
』
第
一
篇
三
七
九
―
三
八
〇
頁
。

（71）
『
血
脈
類
集
記
』『
真
言
宗
全
書
』
第
三
九
巻
一
九
一
頁
上
―
一
九
四
頁
下
。

（72）
『
血
脈
類
集
記
』『
真
言
宗
全
書
』
第
三
九
巻
二
〇
六
頁
下
。

（73）
『
続
真
言
宗
全
書
』
第
三
三
巻
三
一
二
頁
下
。

（74）
風
間
弘
盛
「
教
禅
（
覚
禅
）
に
つ
い
て
」『
真
言
宗
豊
山
派
総
合
研
究
院
紀
要
』
第
18
号
（
平
成
25
年
３
月
）。

（75）
『
仁
和
寺
史
料
』「
寺
誌
編
」
二
・
二
三
九
頁
。

（76）
『
諸
流
灌
頂
秘
蔵
鈔
』『
真
言
宗
全
書
』
第
二
七
巻
三
六
一
頁
上
―
下
。

（77）
前
注

（62）
『
大
日
本
古
文
書
』
家
わ
け
文
書
「
醍
醐
寺
文
書
之
一
」・
三
八
二
頁
。

（78）
坂
本
正
仁「
醍
醐
寺
所
蔵
大
伝
法
院
関
係
諸
職
の
補
任
次
第
に
つ
い
て
―
―
紹
介
と
翻
刻
―
―
」『
豊
山
教
学
大
会
紀
要
』第
16
号（
昭

和
63
年
）。

（79）
「
解
脱
上
人
貞
慶
」
展
（
平
成
24
年
）
出
陳N

o.43

。
杉
崎
貴
英
「
峰
定
寺
釈
迦
如
来
像
の
研
究
史
」『
京
都
造
形
芸
術
大
学
紀
要
』

第
15
号
（
平
成
23
年
）
を
参
照
。

（80）
小
林
崇
仁
「
頼
瑜
僧
正
と
そ
の
周
辺
の
人
々
」『
中
世
の
仏
教　

頼
瑜
僧
正
を
中
心
と
し
て
』
青
史
出
版
刊
（
平
成
17
年
５
月
）。

（81）
『
真
言
宗
全
書
』
第
二
七
巻
三
四
五
頁
上
。

（82）
実
範
の
伝
記
・
事
跡
に
つ
い
て
、
詳
し
く
は
拙
論
「
実
範
の
阿
弥
陀
観
―
―
付
・
東
寺
観
智
院
所
蔵
『
観
自
在
王
三
摩
地
』
翻
刻
―

二
九
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―
」『
智
山
学
報
』
第
50
輯
（
平
成
13
年
。
後
に
拙
著
『
平
安
期
真
言
密
教
の
研
究
』（
平
成
20
年
３
月
、
ノ
ン
ブ
ル
社
）
に
加
筆
収

録
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（83）
『
血
脈
類
集
記
』『
真
言
宗
全
書
』
第
三
九
巻
一
二
〇
頁
上
。

（84）
『
血
脈
類
集
記
』『
真
言
宗
全
書
』
第
三
九
巻
一
五
七
頁
下
。

（85）
『
血
脈
類
集
記
』『
真
言
宗
全
書
』
第
三
九
巻
一
八
五
頁
下
。

（86）
『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
61
『
尊
卑
分
脈
』
第
四
篇
三
七
―
三
八
頁
。

（87）
伊
藤
茂
樹「
静
遍
と
村
上
源
氏
―
―
定
遍
入
室
を
め
ぐ
っ
て
」『
浄
土
宗
学
研
究 

』第
33
号（
平
成
18
年
）に
隆
海
撰『
御
質
抄
』に「
長

者
入
室
弟
子
一
人
、
舎
利
守
料
な
り
」
と
あ
る
に
拠
る
（『
御
質
抄
』
本
『
続
群
書
類
従
』
第
二
五
輯
下
「
釈
家
部
」
六
四
頁
下
）。

（88）
『
血
脈
類
集
記
』『
真
言
宗
全
書
』
第
三
九
巻
一
六
〇
頁
下
。

（89）
『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
60
『
尊
卑
分
脈
』
第
三
篇
五
二
五
頁
。

（90）
『
仁
和
寺
史
料
』「
寺
誌
編
」
一
・
二
四
一
―
二
四
二
頁
、『
真
言
宗
全
書
』
第
三
九
巻
一
三
〇
頁
下
。

三
〇




